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逸
に
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政
治
學
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況
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猫
逸
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の
現
況

ー
文
厭
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心

と
し
て

．
∩
…

多

田

眞

鋤

　
目
　
　
次

『
は
し
が
き

二
－
一
般
國
家
學

三
、
政
治
學
概
諭

四
、
一
般
國
法
學

五
、
肚
會
的
法
治
國
家
の
概
念

　
　
ー
C
・
メ
ン
ガ
ー
の
所
説
を
中
心
と
し
て
1

六
、
む
す
び

、
は
し
が
き

　
本
稿
は
、
比
較
的
最
近
に
公
刊
さ
れ
た
ド
イ
ッ
語
の
政
治
學
書
若
干
を
通
じ

て
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
政
治
學
研
究
”
政
治
理
論
膣
系
を
國
家
學
の
名
爾
で
把

捉
す
る
の
は
傳
統
的
な
ド
イ
ッ
的
用
法
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

本
稿
で
は
政
治
學
と
呼
穂
す
る
“
の
現
況
の
一
端
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
狭
義
の
政
治
學
以
外
の
、
所
謂
、
政
治
學
周
邊
の
傾
向
に
關
す
る
も
の
は
、

日
本
政
治
學
會
刊
行
に
な
る
年
報
「
政
治
學
」
（
一
九
五
〇
年
－
五
二
年
度
版
）

三
部
に
お
い
て
、
各
分
野
の
専
攻
者
に
よ
つ
て
「
書
評
」
及
び
そ
の
他
の
形
式

で
紹
介
さ
れ
て
あ
る
故
、
そ
の
著
述
を
参
照
し
て
戴
き
た
い
。

　
表
記
の
い
わ
ば
「
ド
イ
ッ
政
治
學
界
事
情
」
と
も
い
う
べ
ぎ
課
題
を
取
扱
う

上
に
お
い
て
、
敏
感
に
時
潮
を
反
映
す
る
雑
誌
論
文
、
あ
る
い
は
、
主
要
な
思

想
的
潮
流
等
を
、
併
せ
て
提
示
す
る
の
で
な
く
し
て
は
、
そ
の
課
題
を
根
本
的

に
明
示
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
が
、
筆
者
の
讃
書
能

力
の
不
足
と
、
又
現
今
の
ア
メ
リ
カ
政
治
學
の
勢
い
に
懸
倒
さ
れ
て
か
、
あ
る

い
は
叉
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
學
界
、
就
中
ド
イ
ツ
の
學
界
に
與
え
た
職
繭
の
直
接
、

間
接
の
深
刻
な
影
響
か
ら
か
、
ド
イ
ッ
書
の
喩
入
不
足
に
よ
つ
て
、
左
記
歎
紐

の
箪
行
岡
書
を
中
心
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
や
む

を
得
ず
こ
れ
ら
の
著
書
を
、
個
々
に
「
書
評
」
の
形
式
で
紹
介
せ
ざ
る
を
得
な

か
つ
た
こ
と
を
豫
め
お
漸
り
し
て
お
く
。
且
叉
、
前
記
し
た
年
報
政
治
學
の
一

九
五
一
年
度
版
に
、
「
學
界
展
塑
」
記
事
日
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
岩
永
建
吉

郎
氏
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
柳
春
生
氏
、
フ
ラ
ソ
ス
に
つ
い
て
は
、

松
李
齊
光
氏
H
及
び
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
職
中
職
後
の
英
國
政
治
學
主
要
交
献
」

解
題
の
資
料
が
揚
載
さ
れ
て
お
り
、
叉
、
一
九
五
三
年
度
版
に
、
　
「
政
治
過
程

論
を
中
心
と
し
た
最
近
ア
メ
リ
カ
政
治
學
界
（
齋
藤
眞
氏
）
」
、
　
「
一
九
五
二
年

度
日
本
政
治
學
界
（
中
村
菊
男
氏
）
」
の
各
展
望
記
事
が
あ
り
、
叉
、
「
一
九
五
三



年
度
日
本
政
治
學
界
の
展
望
（
吉
村
健
藏
氏
、
後
藤
一
郎
氏
）
」
の
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
更
に
又
、
國
家
學
會
雑
誌
第
六
十
四
巻
第
四
號
（
特
輯
）
「
職

後
の
外
國
文
献
紹
介
」
に
お
い
て
、
政
治
學
、
公
法
關
係
の
ド
イ
ッ
書
激
種
類

が
、
簡
箪
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
附
記
し
て
お
く
。

　
さ
て
、
本
稿
に
お
い
て
取
扱
う
著
書
を
、
當
初
に
出
版
年
度
順
に
早
い
方
か

ら
ま
と
め
て
提
出
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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目
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N
薯
Φ
ヰ
Φ
目
円
①
一
い

　
　
o
Q
富
響
禮
Φ
の
Φ
房
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β
び
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宅
玲
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ロ
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ぎ
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線
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宮
茜
q
●
廓
器
①
一
●

　
以
上
の
十
一
著
書
は
、
い
ず
れ
も
教
科
書
風
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一

般
的
政
治
學
書
に
加
え
て
、
西
ド
イ
ッ
現
在
の
「
國
家
瞠
制
」
の
問
題
を
示
唆
す

る
と
思
わ
れ
る
一
書
「
O
浮
院
註
帥
午
男
二
Φ
a
一
魯
旨
Φ
ロ
鵬
①
コ
U
Φ
弓
切
①
嶋
旨
崩

q
Φ
o
。
の
o
巳
舘
Φ
ロ
幻
Φ
魯
房
。
。
富
彗
Φ
・
一
ヨ
切
8
き
目
O
旨
区
験
Φ
ω
①
言
｝
お
㎝
o
o
｝

弓
夢
冒
㎎
Φ
三
を
附
加
し
て
お
こ
う
。

　
紹
介
の
順
序
は
、
出
版
年
度
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
コ
般
國

家
學
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
五
班
、
　
「
政
治
學
序
説
或
い
は
政
治
學
基
礎
論
」

と
表
題
さ
れ
て
い
る
四
珊
、
　
「
一
般
國
法
學
」
と
題
さ
れ
た
二
朋
を
、
そ
れ
ぞ

れ
各
々
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
提
出
し
た
方
が
、
比
較
す
る
上
に
お
い
て
も
、

叉
こ
の
よ
う
な
種
類
の
資
料
と
し
て
も
適
當
な
方
法
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
C
・
F
・
メ
ン
ガ
ー
の
「
ボ
ソ
基
本
法
の
も
と
に
お
け
る
泣

會
的
法
治
國
家
の
概
念
」
に
つ
い
て
鰯
れ
、
現
下
の
西
凋
國
家
盤
制
の
一
端
を

垣
間
見
よ
う
と
思
う
。

二
、
剛
般
國
家
學

　
「
一
般
國
家
學
」
の
部
門
に
お
い
て
は
、
職
後
早
く
に
公
刊
せ
ら
れ
た
鼻

2
餌
且
器
犀
質
2
飼
Φ
目
Φ
ぎ
Φ
o
o
叶
鎧
訂
一
Φ
ぼ
ρ
国
話
審
吋
月
Φ
一
ど
O
塞
＆
－

一
農
信
冒
単
屋
猿
い
国
臼
コ
旨
り
o
o
①
詫
窪
を
ま
ず
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
著
者
H
・
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
、
當
著
に
記
せ
ら
れ
た
肩
書
か
ら
覗
え
ば
、

聖
ガ
レ
ン
（
弊
．
O
巴
一
Φ
b
）
商
業
高
等
學
校
教
授
で
あ
る
。

　
「
緒
言
」
に
お
け
る
著
者
の
、
本
書
に
つ
い
て
の
構
想
を
述
べ
て
み
よ
う
。

二
三

（
六
四
五
）



　
　
　
　
濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
碑
究
の
現
況

す
な
わ
ち
、
　
「
當
著
の
構
想
は
、
最
初
に
一
九
三
三
年
の
N
訂
9
野
や
α
露

国
零
算
切
騨
屋
（
公
法
雑
誌
）
に
掲
載
し
世
に
問
う
た
『
Z
貝
ヨ
博
固
①
ρ

o亀

O
昌
巴
①
円
騨
訂
器
げ
①
陣
導
閑
9
算
』
の
論
読
（
こ
の
思
惟
は
永
い
間
の
時
間

を
か
け
て
威
就
し
た
も
の
で
あ
る
が
）
に
お
け
る
立
場
、
す
な
わ
ち
、
法
及
び

國
家
の
泄
會
的
現
象
は
、
規
範
概
念
（
Z
自
旨
①
昌
Φ
鴨
浅
）
、
翻
念
封
象
（
＜
O
マ

警
巴
言
5
鴨
〇
三
Φ
蓉
）
、
及
び
祉
會
的
事
實
（
O
Φ
。
。
①
房
9
鷺
島
魯
霞
弓
彗
－

ご
Φ
ω
富
邑
）
の
三
位
一
騰
の
檬
相
を
呈
し
、
そ
の
故
に
、
そ
の
理
論
的
把
握
に

は
、
以
上
の
三
つ
の
観
黙
か
ら
考
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
つ
て
、
「
こ

の
根
本
思
想
を
、
一
般
國
家
學
の
領
域
に
適
懸
し
て
み
る
な
ら
ば
、
國
法
學

（
警
鎚
駐
3
魯
磁
一
①
再
①
）
、
國
家
理
念
學
或
い
は
國
家
理
論
（
ω
富
暮
巴
3
Φ
穿

δ
ぼ
Φ
9
臼
望
舞
富
夢
8
践
①
）
、
國
家
肚
會
學
（
望
雷
訂
鷺
8
房
9
㌶
夢

一
①
ぼ
Φ
）
　
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
は
相
互
に
濁
立

の
部
門
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
所
の
三
種
の
特
殊
な
分
科
さ
れ
た
領
域
に
よ
つ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
緒
言
及
び
一
i
二
頁
）
と
主
張
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
著
者
が
上
述
の
観
鮎
か
ら
把
え
た
「
一
般
國
家
學
騰

系
」
の
構
圃
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
當
著
は
さ
き
に
揚
げ
た
よ
う
に

副
題
と
し
て
「
第
一
部
0
2
区
δ
内
9
茜
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
左
記
の
内

容
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
主
要
な
タ
イ
ト
ル
を
一
括
し
て
掲
げ
て
み
る

と
、

　
　
　
　
　
　
国
同
o
o
ぴ
①
舅
ト
げ
る
o
O
ぽ
ロ
一
φ
什

　
∪
一
Φ
∪
8
一
吼
一
9
Φ
同
§
㎎
犠
霞
呂
騎
①
目
Φ
言
曾
o
o
“
器
琶
Φ
｝
肖
Φ

　
　
第
一
章
　
日
般
國
家
學
の
三
構
造

　
　
一
●
U
①
目
身
①
一
貯
魯
①
O
霞
Φ
畠
冨
＆
山
霞
毘
瞬
Φ
日
①
ぎ
窪
o
Q
叶
鎧
帯

　
一
①
げ
吋
①

二
四

（
六
四
六
）

　
　
第
一
節
一
般
國
家
學
の
三
重
鍬
象

　
ド
弓
冨
0
3
鋒
8
冨
＜
o
轟
房
の
Φ
訂
g
昌
⑳
畠
①
吋
∪
δ
賞
一
一
9
Φ
吋
q
鵠
膜

U
一
①
露
σ
屯
一
〇
蒔
Φ
詳
匿
の
ω
o
巴
毘
Φ
ロ
ω
富
辞
。
。
｝
〕
Φ
鴨
講
o。

　
　
第
二
節
　
三
構
造
の
理
論
的
前
提
及
び
批
會
的
國
家
概
念
の
可
能
性

　
　
　
　
　
N
1
＜
Φ
一
“
⑦
同
　
臣
び
oo
O
び
5
一
δ
叶

9
①
身
Φ
一
ω
富
彗
o
o
び
Φ
鴨
篤
①

　
第
二
章
　
三
つ
の
國
家
概
念

　
　
＜
○
昌
Φ
g
①
鱒
g
b
磯
●
U
①
り
の
富
辞
毘
ω

　
第
三
節
　
緒
雷
　
理
念
と
し
て
の
國
家

　
U
Φ
り
o
Q
辟
9
”
叶
曽
尻
の
o
母
箪
①
目
帥
“
の
”
o
げ
o

　
第
四
節
　
肚
會
的
事
實
と
し
て
の
國
家

　
U
Φ
目
o
o
＄
麟
け
巴
oQ
即
①
o
算
昌
①
騎
旨
第

cQ
。

戯
●9

固
Φ
Φ

N
q
鶏
ヨ
巨
①
尾
器
鶏
目
嶋

g
賢
島
国
o
何
Φ
り
目
昌
瞬

　
　
第
五
節
　
法
概
念
と
し
て
の
國
家
及
び
総
括
と
結
論

　
　
　
　
　
U
同
犀
一
〇
吋
レ
び
の
O
ゲ
b
詳
辟

oo

ε
＝
き
瞬
轟
げ
目
Φ
鍔
き
α
①
目
窪
》
o
廟
錺
の
配
夷
①
旨

　
第
三
章
他
の
見
解
に
甥
す
る
態
度

　
①
●
国
三
Φ
詳
①
邑
Φ
切
Φ
冨
①
躊
q
旨
鮫
①
戸
U
①
門
目
①
ぼ
貯
魯
Φ
幹
駕
岳
－

び
③
鷺
扇

　
　
第
六
節
序
説
　
重
複
し
た
國
家
概
念

　
ド
N
o
5
寓
①
鵯
篤
山
①
の
ω
富
彗
Φ
o
。
巴
。
。
富
8

　
　
第
七
節
　
理
念
と
し
て
の
國
家
概
念

oo

9
浮
旨
頃
①
鴨
篤
3
ω
o
Q
富
碧
Φ
ω
9
一
。。
。
Q
。
N
芭
Φ
日
辞
鶏
。
｝
・
Φ
，
冒
①

内
o
蕊
霞
臼
堺
江
o
冒
o
o
坤
餌
範
Φ



　
　
　
第
八
節
紅
會
的
事
實
と
し
て
の
國
家
概
念

　
　
O
●
N
仁
ヨ
鵬
①
騎
二
融
ユ
Φ
の
ω
富
辞
Φ
o
o
巴
の
の
o
国
一
包
Φ
　
目
辞
鶏
9
ρ

　
U
Φ
ゆ
冒
一
試
O
目
Φ
ロ

　
　
　
第
九
節
　
紅
會
的
事
實
と
し
て
の
國
家
概
念

　
　
一
〇
．
N
q
旨
即
①
o
暮
ω
び
Φ
鴨
蕎
q
Φ
o
。
ω
蜜
辞
Φ
o
o

　
　
　
第
十
節
　
國
家
の
法
的
概
念

　
以
上
の
三
章
、
十
節
に
匠
分
し
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
ま
ず

序
言
に
お
い
て
著
者
の
披
歴
し
た
一
般
國
法
學
、
赴
會
的
國
家
學
、
理
念
的
國

家
學
に
つ
い
て
、
學
的
性
格
を
お
の
お
の
規
定
し
、
G
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
二
側

面
説
（
N
宅
Φ
一
ぬ
①
詫
Φ
昌
目
言
〇
二
Φ
）
に
鰯
れ
、
「
U
轟
冴
試
の
9
Φ
｝
導
ぎ
磯
9

信
昌
目
o
巳
o
。
菖
8
ぎ
O
Φ
鮫
昌
霞
山
臼
b
①
ぼ
Φ
器
良
3
富
」
と
い
う
見
出
し

の
も
と
に
、
H
・
ヘ
ラ
ー
の
所
説
、
H
・
ケ
ル
ゼ
ソ
の
肚
會
學
的
國
家
理
論
批

判
を
引
例
し
、
從
衆
の
一
般
國
家
學
腱
系
の
中
に
お
い
て
、
考
察
の
鉗
象
と
な

ら
な
か
つ
た
著
者
の
意
昧
す
る
「
一
般
國
家
學
の
騰
系
的
三
構
造
」
が
一
元
論

及
び
二
元
論
と
封
比
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
「
理
念
と
し
て
の
國
家
」
、
「
肚
會
的
事
實
と
し
て
の
國
家
」
、

「
法
的
概
念
と
し
て
の
國
家
」
の
三
つ
の
國
家
概
念
を
、
お
の
お
の
そ
の
概
念

規
定
を
明
確
に
し
、
　
「
総
括
的
結
論
」
と
し
て
、
「
三
つ
の
國
家
概
念
の
考
究

は
、
段
階
的
蓮
關
の
意
昧
に
お
い
て
そ
の
相
互
關
係
を
明
確
に
し
う
る
の
で
あ

る
。
」
H
U
一
①
O
ロ
富
冨
ロ
魯
9
磧
山
Φ
財
日
9
ω
笹
雲
菩
Φ
㎎
艮
崩
①
ゲ
暮
壁
3

鴨
鴨
拐
Φ
娃
鴨
審
N
δ
ど
薦
誉
警
旨
Φ
冒
Φ
の
。
。
ε
暁
臼
著
①
ぎ
b
浮
－

o。

”
冨
ヨ
①
旨
き
鴨
Φ
お
9
①
戸
U
と
述
べ
、
中
核
か
或
い
は
第
一
義
的
に
國
家

理
念
が
存
在
し
、
こ
の
存
在
な
し
で
は
、
國
家
の
祉
會
的
現
象
（
肚
會
的
國
家

概
念
）
の
把
握
は
な
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
又
肚
會
的
國
家
概
念
に
お
け

　
　
　
　
猫
逸
に
お
け
る
政
治
學
碑
究
の
現
況

る
國
家
理
念
の
確
立
に
よ
つ
て
、
國
家
理
念
は
更
に
又
國
家
の
法
的
概
念
に
順

鷹
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
、
そ
の
段
階
的
蓮
關
、
す
な
わ
ち
、
理
念
的
國
家
概

念
か
ら
杜
會
的
國
家
概
念
が
導
か
れ
、
更
に
法
的
國
家
概
念
に
は
就
會
的
國
家

概
念
が
そ
の
成
立
の
必
須
條
件
で
あ
る
こ
ど
を
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
は
、
確

に
観
念
的
で
あ
つ
て
も
、
從
來
の
國
家
概
念
に
蜀
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
批
剣
で
あ

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
章
で
は
、
在
來
の
國
家
概
念
に
封
す
る
著
者
の
批
到
的
見
解
が
展
開
さ

れ
る
。
そ
れ
故
、
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
、
ソ
ム
・
、
ウ
ェ
㌧
ハ
ー
を
始
め
と
し
て
、

シ
ュ
。
ハ
ソ
、
フ
ヲ
イ
ヤ
ー
、
ケ
ル
・
イ
タ
ー
、
ス
メ
ソ
ド
等
々
、
敏
多
の
國
家
、

政
治
概
念
が
引
合
い
に
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
甥
し
て
、
著
者
の
基
本
的
立
場
か

ら
の
分
析
、
批
到
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
亥
は
犀
■
響
三
≧
一
α
q
Φ
目
o
営
Φ
Oq
6
鎧
透
Φ
ぼ
①
ふ
》
島
。
ド
漣
o
o
一

国
斜
日
宮
茜
｝
蕊
o
Q
巴
ε
目
で
あ
る
が
、
著
者
、
R
・
ラ
ウ
ソ
教
擾
は
、
そ
の

第
六
版
の
序
言
に
自
ら
述
べ
て
い
る
所
に
よ
れ
ば
、
ハ
ソ
ブ
ル
グ
大
學
の
國
家

學
捲
當
教
授
で
あ
る
。
本
書
は
「
講
義
の
補
助
」
の
た
め
に
そ
の
第
一
版
（
一

九
四
五
年
）
が
書
か
れ
た
の
で
あ
り
、
新
版
は
、
僅
か
に
修
正
と
増
補
が
な
さ

れ
た
限
り
原
版
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。
言
葉
の
使
い
方
も
講
義
口
調

で
あ
り
、
恐
ら
く
講
義
終
了
後
の
ノ
ー
ト
に
加
筆
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
前
書
き
と
し
て
、
「
講
義
の
到
象
」
と
し
て
扱
う
問
題
、
「
國
家
及
び
政
治

の
名
稻
と
概
念
」
「
國
家
學
の
方
法
と
構
成
」
、
「
客
観
性
の
問
題
」
等
を
記
述

し
て
い
る
。
本
論
は
、
三
つ
の
部
門
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一

部
は
「
杜
會
學
的
國
家
論
」
で
あ
り
、
第
二
部
は
「
法
學
的
國
家
論
」
、
第
三
部

は
「
倫
理
的
國
家
論
」
で
あ
る
。

　
第
一
部
、
第
二
部
と
も
從
來
イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
に
よ
つ
て
思
惟
さ
れ
た
國
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
六
四
七
）



濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

關
す
る
二
側
面
説
、
更
に
、
H
・
ヘ
ラ
ー
、
H
・
ケ
ル
ゼ
ソ
に
よ
つ
て
イ
エ
リ

ネ
ッ
ク
の
二
側
面
読
を
各
々
に
お
い
て
の
新
た
な
展
開
が
試
み
ら
れ
、
現
在
に

至
つ
て
い
る
と
こ
ろ
の
傳
統
的
ド
イ
ッ
國
家
學
騰
系
を
縫
承
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
部
「
倫
理
的
國
家
論
」
は
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
節
は

「
U
一
Φ
国
夢
涛
」
で
あ
り
、
第
二
節
は
「
O
①
ω
o
匡
o
馨
①
α
零
ω
富
辞
ω
皆
Φ
”
一
①

q
昌
畠
霞
①
昏
駐
魯
B
㍑
試
。
q
9
Φ
ロ
円
富
o
巳
Φ
冒
」
で
あ
る
。
第
一
節
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
科
學
性
を
要
求
し
よ
う

と
す
る
所
の
各
々
の
倫
理
の
最
初
の
問
題
は
、
我
々
が
我
々
の
倫
理
的
贋
値
判

断
を
、
そ
の
源
泉
か
ら
吸
上
げ
る
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
：
倫
理
と

は
、
他
律
（
ぢ
＄
き
碁
ヨ
）
で
あ
る
か
、
自
律
（
即
暮
自
o
旨
）
で
あ
る
か
の
ど

ち
ら
か
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
他
律
と
は
更
に
神
學
的
で

あ
る
か
、
叉
は
人
類
學
的
な
も
の
か
の
ど
ち
ら
か
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
つ
て
到
断
が
下
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
各
々
は
、
或
る
も
の
、
例
え
ば
一
定
の

國
家
形
態
か
又
は
國
家
制
度
を
具
有
し
た
國
家
は
、
善
か
悪
か
、
或
は
叉
ど
ち

ら
で
も
よ
い
も
の
か
、
す
な
わ
ち
、
『
道
徳
的
無
關
心
』
（
oo
詳
菖
ざ
『
跡
3
δ
－

轟
暮
）
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
到
臨
は
三
つ

の
源
泉
か
ら
引
き
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
瀞
の
命
令
か
ら
、

人
間
の
本
性
か
ら
、
或
い
は
人
間
固
有
の
良
心
の
要
求
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
最

後
の
も
の
を
、
國
家
生
活
と
實
定
法
の
封
象
の
上
に
引
合
わ
せ
ら
れ
る
と
き
、

我
々
は
こ
れ
を
法
的
感
情
（
菊
①
魯
駐
咀
①
象
包
）
と
名
づ
け
る
こ
と
が
出
來
る

の
で
あ
る
。
」
（
八
七
頁
）
と
述
べ
、
國
家
批
會
に
お
け
る
入
間
生
活
と
道
徳
、

倫
理
の
關
連
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
第
二
の
「
國
家
理
想
と
倫
理
的
諸
理
論
の
歴
史
」
の
節
に
お
い
て
、

二
六

（
六
四
八
）

ソ
フ
ィ
ス
ト
、
“
就
中
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ソ
（
ポ
リ
テ

イ
ヤ
と
ノ
モ
イ
）
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
、
　
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ

ス
、
ス
コ
ラ
學
派
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
、
オ
ッ
カ
ム
の
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
、
宗

教
改
革
、
ト
マ
ス
・
モ
ー
ア
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
、
D
．
ヒ
ュ
ー
ム
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
、
カ
ン
ト
、
ベ
ソ
サ
ム
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
フ
ソ
ボ
ル
ト
、
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
無

政
府
主
義
に
至
る
ま
で
の
國
家
理
想
論
、
倫
理
的
政
治
観
の
概
観
史
を
、
項
目

に
よ
つ
て
提
出
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
の
節
で
は
、
人
名
と
事
項
の
み
を
掲

げ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
著
者
ラ
ウ
ソ
教
授
が
直
接
講
述
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
最
後
に
、
著
者
の
一
九
一
〇
年
以
降
の
著
作
年
表
が
掲
げ
て
あ
る
が
、
ラ

ウ
ン
は
、
政
治
學
以
外
の
法
學
、
哲
學
、
歴
史
、
等
に
關
す
る
著
述
も
可
成
り

著
わ
し
て
い
る
。
叉
フ
ラ
ソ
ス
語
で
書
か
れ
た
も
の
、
或
い
は
フ
ラ
y
ス
書
の

翻
課
も
相
當
敷
公
刊
し
て
い
る
。
そ
の
5
ち
、
公
法
學
、
政
治
學
に
關
す
る
も

の
二
、
三
を
参
考
迄
に
提
示
し
て
お
こ
う
。

（
一
）
u
¢
あ
富
即
§
Φ
g
邑
Φ
浮
Φ
こ
邑
害
一
崔
F
ぎ
岳
邑
①
。
。
竃
害
叶
，

　
　
一
一
魯
窪
国
①
魯
貫
日
象
一
農
Φ
夢
麻
o
。
鵬
帥
呂
H
O
誌
｝
の
Φ
詳
窪
ぱ
q
－

　
　
一
〇
り
．

　
（
N
）
寄
。
算
琶
山
o
Q
一
昆
一
。
算
Φ
答
鵬
Φ
島
旨
｝
這
翫
・
一
。
㊤
o
o
①
ぎ
肇

　
（
c
。
）
菊
a
臼
q
民
》
亀
の
鋒
N
①
塁
ヨ
＜
α
涛
①
昌
Φ
。
騨
q
区
幹
鐸
房
，

　
　
3
0
耳
｝
国
”
冒
宮
茜
一
一
〇
自
口
O
一
ω
①
詳
Φ
戸

　
こ
の
ほ
か
に
約
二
十
三
種
類
の
論
文
、
著
述
、
醗
鐸
等
を
著
わ
し
て
い
る
。

　
次
に
は
、
≦
●
国
簿
冨
弓
簿
”
≧
虹
①
旨
Φ
ぎ
Φ
ω
富
暮
器
再
⑦
口
3
一
し
8

の
巴
8
昌
を
紹
介
し
よ
う
。

　
本
書
は
、
ω
魯
器
庸
Φ
お
の
旨
冒
身
旨
富
の
國
①
魯
訂
自
昌
山
霞
≦
向
旨
、

oo

魯
即
窪
の
叢
書
中
の
第
二
七
雀
で
あ
り
、
著
者
の
肩
書
は
、
バ
イ
エ
ル
ソ
州
議



會
の
議
員
で
あ
り
、
叉
州
参
事
官
の
要
職
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
著
者
W
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
　
「
第
一
章
は
、
專
門
家
だ
け
に
で
な
く
、
一
般

市
民
に
、
市
民
の
政
治
的
活
動
に
つ
い
て
の
基
礎
的
知
識
を
修
得
で
き
る
よ
う

に
、
國
家
の
概
念
、
本
質
、
膣
制
等
を
蕨
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
章
は
、

國
家
生
活
に
つ
い
て
の
歴
史
的
観
察
の
必
要
性
か
ら
、
歴
史
的
、
且
つ
比
較
法

的
な
例
を
取
撃
げ
た
の
で
あ
る
。
國
家
騰
制
は
、
歴
史
的
基
礎
な
く
し
て
は
理

解
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
C
・
F
・
ス
ト
ロ
ソ
グ
が
『
近
代
政

治
組
織
論
』
の
中
に
『
9
扇
江
倉
暮
一
8
巴
宕
罵
試
o
の
o
讐
昌
9
℃
8
ω
ま
蔓

げ
Φ
9
乱
①
涜
ε
O
山
宅
詳
げ
O
弱
ぼ
困
Φ
協
Φ
吋
Φ
5
0
Φ
ε
け
げ
⑦
ぼ
注
警
O
目
矯
』
と
述
べ

て
い
る
と
こ
ろ
の
問
題
は
こ
の
意
昧
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
三
章
は
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
構
成
論
、
換
言
す
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
り
一
般
國
法
學
的
蕨
述
で
充

當
し
た
。
す
な
わ
ち
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
構
造
、
機
構
及
び
法
的
形
態
等
で
あ

る
。
又
こ
の
章
の
最
後
に
は
、
國
家
の
内
部
に
お
い
て
、
或
は
叉
國
家
干
渉
に

封
し
て
確
賓
に
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
の
、
人
間
最
高
の
善
、
そ
の

贋
値
で
あ
る
自
然
権
を
記
述
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
、
そ
の
序
文
に
述
べ
て
い

る
が
、
そ
の
内
容
を
、
主
要
な
項
目
だ
け
掲
げ
て
み
る
な
ら
ば
、

　
第
一
章
　
政
治
の
基
礎
概
念

　
　
e
　
國
家
の
概
念
と
本
質

　
　
㊧
國
家
形
態

　
　
目
　
國
家
、
教
會
、
民
族
共
同
盟

　
第
二
章
　
國
家
騰
制
の
展
開

　
　
e
古
代
國
家

　
　
◎
　
濁
逸
憲
法
の
生
成

　
　
◎
諸
外
國
の
憲
法

獅
逸
に
お
け
る
政
治
學
礫
究
の
現
況

第
三
章
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
構
造
論

　
　
O
　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
要
素

　
　
⇔
　
近
代
國
家
の
機
構
と
機
能

　
　
㊧
　
基
本
灌
と
自
由
権

の
三
章
九
節
で
あ
る
。
全
膿
を
通
観
し
て
、
鞭
者
者
の
示
し
た
一
般
國
家
學
の
構

成
並
に
救
述
は
、
亭
易
で
理
解
し
易
く
は
あ
る
が
、
特
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で

は
な
い
。
最
終
節
に
著
者
が
特
設
し
た
「
基
本
樒
と
自
由
擢
」
を
瞥
見
し
て
こ

の
圖
書
の
紹
介
を
す
ま
せ
た
い
。

　
「
基
本
纏
と
は
、
市
民
が
國
家
意
思
形
成
に
關
興
す
る
際
の
、
市
民
の
根
本

的
な
政
治
的
権
利
な
の
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
人
間
の
奪
嚴
と
濁
立
を
確
保

す
る
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
叉
こ
の
基
本
権
の
も
と
に
お
い
て
、
自
由

灌
は
法
治
文
化
國
家
に
お
け
る
市
民
の
立
場
、
そ
の
基
本
的
條
件
と
し
て
特
に

重
要
な
も
の
で
あ
る
」
と
前
置
き
し
、
基
本
権
の
歴
史
的
展
開
の
起
貼
を
宗
敏

改
革
及
び
近
代
自
然
法
に
求
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
間
に
お
け
る
そ
の
展

開
、
ア
メ
リ
カ
濁
立
宣
言
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
、
更
に
一
九
世
紀
の
立
憲
蓮
動
を

概
観
し
て
い
る
。

　
「
更
に
、
現
代
に
お
い
て
は
、
つ
い
最
近
に
起
た
濁
裁
者
側
で
の
個
人
槽
の

輕
侮
が
な
さ
れ
た
の
に
到
し
て
、
再
び
指
導
的
政
治
家
に
よ
つ
て
人
間
の
自
由

灌
に
つ
い
て
の
定
義
が
護
せ
ら
れ
た
」
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
著
者
は
“
前
米
大

統
領
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
四
つ
の
自
由
、
更
に
彼
と
チ
ャ
ー
チ
ル
に
よ
つ
て
企

圖
さ
れ
た
ア
ト
ラ
ソ
テ
ィ
ヅ
ク
・
チ
ャ
ー
タ
ー
の
根
本
精
紳
に
鰯
れ
て
い
る
。

又
自
由
権
の
廣
狭
の
意
義
、
李
等
灌
の
内
容
に
立
入
つ
て
考
察
す
る
。

　
最
後
に
著
者
の
掲
げ
た
参
考
文
献
の
中
に
は
、
本
稿
で
筆
者
が
取
扱
つ
た
ギ

ー
ゼ
・
ラ
ウ
ン
等
の
最
近
の
政
治
學
書
が
墾
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
七

（
六
四
九
）
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次
の
も
の
は
、
O
勝
冨
α
ぴ
Φ
同
国
悌
o
び
Φ
9
0
融
ロ
b
儀
国
目
一
〇
犀
国
郎
o
ゲ
①
賢
ぽ
O
南
”

ト
一
碍
Φ
ヨ
Φ
日
①
ω
富
諄
。
。
δ
ぼ
P
憶
卜
島
．
岩
臼
｝
国
竃
望
b
o
o
。
・
O
Q
9
富
旨
で

あ
る
。

　
本
書
は
、
即
Φ
鴨
①
醤
冒
竪
£
8
冥
蔚
箆
Φ
暮
の
L
・
ハ
ン
マ
ソ
及
び
、
o
Q
富
舞
－

良
8
犀
ε
弓
の
K
・
イ
エ
リ
ソ
グ
ハ
ウ
家
の
編
纂
に
よ
る
「
U
Φ
H
＜
①
目
類
巴
“

暮
伊
身
。
。
9
Φ
霧
甘
ω
o
ぼ
一
諌
①
霞
①
曽
①
ま
弓
島
①
鋳
垢
び
一
一
倉
躍
g
民
寄
詳
－

試
一
身
凝
山
Φ
胃
巨
①
房
詩
鼠
諦
Φ
α
臼
α
南
Φ
b
葺
魯
雪
＜
①
u
惹
一
ε
凝
」

の
第
四
雀
を
、
G
・
キ
ュ
ヒ
ェ
ソ
ホ
フ
と
E
・
キ
ュ
ヒ
ェ
ン
ホ
フ
の
共
著
で

「
一
般
國
家
學
」
と
し
て
公
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
公
務
員
の
勤
務

便
覧
と
も
い
う
べ
き
こ
の
基
礎
學
選
書
は
、
全
十
二
雀
よ
り
な
つ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
若
干
を
撃
げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

密
呂
。
。
・
∪
一
Φ
α
中
①
一
邑
一
9
Φ
卑
冨
。
鑛
①
〈
g
国
。
国
①
①
。
Q
①
ぢ
q
。
齢

Abb．2

二
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（
六
五
〇
）

と
し
な
い
の
で
あ
る
。

麟
察
さ
せ
、

出
さ
せ
る
よ
う
に
著
者
は
心
懸
け
た
」

め
て
政
治
一
股
の
賓
用
知
識
が
修
得
で
き
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
て
あ
る
。

　
全
膣
は
、
第
一
章
「
一
般
國
家
學
の
劉
象
並
び
に
記
述
檬
式
」
第
二
章
「
國

家
の
概
念
と
そ
の
特
徴
」
第
三
章
「
國
家
の
意
昧
」
第
四
章
「
國
家
の
目
的
の

實
現
化
」
第
五
章
「
國
家
形
態
」
第
六
章
「
國
家
の
共
同
作
用
」
第
七
章
「
國

家
の
生
成
と
泄
滅
」
の
七
章
に
大
別
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
從
衆
の
ド
イ
ッ
國

家
學
と
封
比
さ
れ
る
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
．
讃
者
に
理

解
し
易
い
よ
う
に
、
岡
解
が
多
敷
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
簡
箪
な
も

の
二
、
三
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
内
容
紹
介
に
代
え
た
い
と
思
う
。

　
右
の
第
一
圖
は
、
國
家
概
念
を
、
國
家
の
三
要
素
に
よ
つ
て
圏
解
し
た
も
の

　
鵬
帥
β
山
㎝
●
　
O
弓
9
目
q
弓
一
鵬
α
Φ
増
幽
Φ
望
♂
の
O
げ
①
口
ω
O
N
一
即
一
く
Φ
N
o
o
一
〇
ン
①
目
ー

　
　
　
　
　
　
ロ
目
暁
●
＜
o
冨
7
0
四
Φ
o
o
餌
弓
一
〇
㎝
O
。

　
切
飢
呂
刈
●
＜
霞
妻
里
ε
冒
暢
話
o
算
ぐ
g
国
・
〈
2
国
o
Φ
ミ
Φ
一
。

　
　
　
　
　
　
ぢ
q
O
●

　
切
帥
ロ
山
員
。
U
一
Φ
艶
償
眺
鐙
帥
げ
①
5
　
α
Φ
H
α
論
Φ
昌
菖
一
9
Φ
昌
O
旨
－

　
　
　
　
　
　
ロ
目
ロ
鵯
叫
臼
審
同
く
o
目
9
国
5
山
霞
一
言
㎎
●
お
日
●

等
で
あ
る
。
さ
て
、
本
書
の
著
者
は
、
一
九
五
〇
年
四
月
に
お
け
る

第
一
版
の
序
に
家
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
書
は
、
公
務
員

の
勤
務
に
便
な
る
た
め
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
形
態
、
方
法
、

内
容
一
般
に
渡
り
、
す
べ
て
こ
の
叢
書
の
形
式
に
漕
つ
た
も
の
で
あ

る
。
…
…
こ
の
著
書
で
取
扱
つ
た
範
園
の
問
題
に
關
し
て
は
、
こ
の

書
自
騰
が
手
引
き
な
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
豫
備
知
識
も
必
要

　
　
　
　
　
讃
者
に
、
現
代
の
政
治
問
題
、
將
來
の
廣
範
な
問
題
を

　
そ
れ
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
の
間
題
に
封
す
る
讃
者
自
か
ら
立
場
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
極



で
あ
り
、
第
二
圃
は
、

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
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お
け
る
権
力
螢
動
様
式
の
相
違
を
、
入
門
的
に
圖
解
し
た
の
で
あ
る
。
全
部
で

十
六
圃
程
揚
載
さ
れ
て
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
講
義
を
す
る
際
に
便
利
な
も
の
で

　
　
　
　
あ
ろ
う
。
叉
、
最
後
に
附
加
さ
れ
た
事
項
索
引
な
ど
も
、
簡
便
な
政

9
　
　
　
治
學
事
典
を
企
圓
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
惣
　
　
　
　
、
」
の
部
門
の
最
後
の
薯
作
は
、
国
●
2
”
毒
凶
器
一
受
“
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一
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目
①
冒
Φ

　

．
印
　
　
砿
雷
餌
訂
一
Φ
ぼ
9
ロ
目
Φ
鵠
　
oo
苗
辞
。。
㎎
①
。
。
Φ
房
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霧
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コ
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黄

　
　
　
　
鵠
o
o
の
Φ
詳
Φ
冒
で
あ
り
、
こ
の
書
は
、
さ
き
に
取
墨
げ
た
「
第
一
部

濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

Rechtsprechung
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Abb．7
基
礎
論
」
に
お
い
て
、
著
者
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
分
類
し
た
三
種
の

國
家
學
の
一
つ
「
國
家
肚
會
學
」
が
、
常
第
二
部
第
一
雀
に
お
い

て
、
軍
猫
の
課
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
前
掲
「
基
礎
論
」
（
一
九
四
五
年
刊
）
に
附
加
さ
れ
た
薯
者
の
肩
書

は
、
聖
ガ
レ
ソ
商
業
高
等
學
校
教
授
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
一
九
五
二

年
に
公
刊
さ
れ
た
薯
書
で
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ソ
大
學
教
授
に
就
任
し
た

も
よ
う
で
あ
る
。
第
二
部
第
一
雀
と
し
て
取
撃
げ
た
も
の
は
、
　
「
國

家
肚
會
學
」
の
内
容
を
構
成
す
る
民
族
、
領
域
、
目
的
、
組
織
の
各

論
で
あ
る
。
全
膿
は
、
四
章
三
四
節
に
分
説
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
ま
ず
、
序
言
を
垣
間
み
る
な
ら
ば
、

　
「
第
一
部
基
礎
論
の
五
九
頁
に
お
い
て
展
開
し
た
三
つ
の
國
家
概

念
の
相
互
の
關
係
を
理
解
す
る
上
に
お
い
て
、
當
初
に
國
家
理
念

論
、
次
に
そ
れ
に
裏
附
け
ら
れ
た
國
家
瀧
會
學
、
更
に
國
家
批
會
學

を
前
提
と
す
る
國
家
法
理
學
の
段
階
的
蓮
關
の
高
次
の
完
成
を
｝
般

に
期
待
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
然
し
、
　
『
基
礎
論
』
に
お
け
る
國
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
　
（
六
五
一
）



濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

概
念
の
三
構
造
は
、
究
極
的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
概
念
的
問

題
を
伶
つ
た
國
家
論
の
賓
質
的
部
分
に
つ
い
て
は
、
も
う
殊
更
に
取
扱
う
つ
も

り
は
な
く
、
む
し
ろ
、
軍
に
、
仕
上
げ
ら
れ
た
結
果
の
上
に
肉
附
け
し
つ
つ
組

立
て
る
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
三
つ
の
猛
立
し
た
間
題
領
域
が
取
扱
わ
れ

る
順
序
は
、
完
全
に
無
關
係
な
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
ま
ず
序
読
に
「
國
家

肚
會
學
」
の
大
前
提
と
し
て
國
家
と
砒
會
の
關
係
を
読
い
て
い
る
。

　
本
書
の
牛
分
以
上
を
、
著
者
の
意
味
す
る
「
國
家
批
會
學
」
上
の
「
國
民
」

（
第
一
章
）
論
に
割
愛
し
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
第
一
部
「
基
礎
論
」

に
し
て
も
、
こ
の
第
二
部
第
一
雀
「
國
家
批
會
學
」
に
し
て
も
、
験
後
の
ド
イ

ツ
で
公
刊
さ
れ
た
一
般
國
家
の
著
作
と
し
て
は
、
本
稿
で
紹
介
し
允
他
の
も
の

が
多
く
啓
蒙
書
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
最
も
膿
系
的
な
學
術
書
と
し
て
貴
重
な

も
の
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
著
者
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
の
提
起
し
た
、
一
般
國

家
學
に
お
け
る
三
構
造
、
及
び
そ
の
各
々
の
概
念
を
、
段
階
的
蓮
關
に
お
い
て

把
捉
す
る
と
い
う
基
本
的
立
場
は
、
從
來
の
ド
イ
ッ
國
家
學
に
罰
す
る
種
々
の

問
題
を
提
起
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
叉
、
今
後
の
學
界
に
お
い
て
、
そ
の
當
、

不
當
は
批
到
の
封
象
と
な
り
活
濃
な
論
議
の
素
材
に
な
る
と
も
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
著
者
の
當
該
領
域
に
封
す
る
眞
薬
な
研
究
態
度
は
、
高

く
許
便
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
更
に
練
刊
を
期
待
す
る
の
は
筆
者
の
み
で
は
な

か
ろ
う
。

三
、
政
治
學
概
論

≦
●
9
器
。
。
Φ
巳
固
ロ
ま
ぼ
琶
瞬
ぎ
象
①
ぎ
扉
蔚
お
9
”
鵠
ω
①
客
窪
。

　
W
・
ク
ラ
ヅ
セ
ン
著
「
政
治
學
入
門
」

本
書
は
、
さ
き
に
一
般
國
家
學
の
部
門
で
紹
介
し
た
W
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

三
〇

（
六
五
二
）

書
と
同
檬
に
、
「
望
冨
Φ
盤
奏
O
旨
邑
岳
3
の
因
①
魯
寓
唇
山
3
目

≦、

一
詳
。
。
魯
母
亘
の
う
ち
、
そ
の
第
二
部
「
α
論
Φ
ロ
岳
9
霧
閑
零
葬
娼
づ
畠

＜
〇
一
富
≦
博
箭
9
餌
坤
」
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
内
容
は
、
三
章
に
大
別
さ
れ
、
各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
の
節
に
よ
つ
て
分
説
せ
ら

れ
て
い
る
。
順
序
と
し
て
當
初
に
各
章
並
に
各
節
を
掲
げ
て
み
る
。

　
第
一
章
　
政
治
の
本
質

　
（
1
）
政
治
と
い
う
語
の
由
來
（
古
代
に
お
け
る
政
治
）
、
（
1
）
政
治
の
分
析

と
定
義
、
（
皿
）
政
治
の
槽
力
思
想
、
（
W
）
政
治
と
法
思
想
、
（
V
）
政
治
の
歴

史
、
（
M
）
政
治
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
、
（
皿
）
政
治
行
爲
の
二
つ
の
基
本
形
態
、

（
皿
）
技
術
と
し
て
の
政
治
、
（
K
）
科
學
と
し
て
の
政
治
、
（
X
）
政
治
學
の
二

つ
の
古
典
（
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
及
び
ト
ジ
ク
ヅ
ィ
ル
）

　
第
二
章
　
政
治
の
組
織
と
技
術

　
（
1
）
國
家
論
序
読
、
（
π
）
國
家
構
造
、
（
皿
）
國
家
機
能
、
（
W
）
立
法
纏
、

（
V
）
行
政
槽
、
（
U
）
裁
到
権
、
（
W
）
政
窯
、
（
皿
）
代
表
、
選
墾
と
議
會
主
義

　
第
三
章
　
劃
外
政
治

　
（
1
）
國
家
膿
系
の
成
立
、
（
∬
）
封
外
政
治
の
機
關
、
（
皿
）
外
交
技
術
の
特

質
、
（
W
）
國
際
政
治

に
よ
つ
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
著
者
ク
ラ
ッ
セ
ン
は
、
簡
潔
な
そ
の
緒
言
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い

う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
こ
の
著
述
は
、
政
治
の
基
本
的
諸
事
實
、
組
織
形
態
及
び

政
治
技
術
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
、
並
に
政
治
に
つ
い
て
の
諸
概
念
の
最
初

の
知
識
を
、
こ
の
著
述
に
よ
つ
、
て
媒
介
し
、
手
引
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
」
そ
し
て
前
に
掲
げ
た
W
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
一
般
國
家
學
」

と
は
姉
妹
編
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
要
旨
に
適
宜
に
補
充
す
る
よ
う
に
心
懸
け
た



旨
述
べ
て
い
る
。
故
に
、
本
書
は
、
著
者
自
ら
緒
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
極
め

て
一
般
的
な
政
治
學
入
門
書
で
あ
る
。
そ
れ
故
紹
介
も
適
宜
に
筆
者
に
よ
つ
て

選
揮
し
、
一
般
的
問
題
は
省
略
し
つ
つ
、
ク
ラ
ッ
セ
ソ
の
強
調
す
る
見
解
を
紹

介
し
て
い
き
た
い
。

　
「
政
治
本
質
論
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
一
節
に
政
治
の
語
義
の
由
來
を
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
尋
ね
、
古
代
の
政
治
と
は
権
力
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
と
定

義
し
、
政
治
の
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
の
権
力
の
法
則
は
、
ツ
キ
ジ
デ
ス

の
著
述
「
ペ
ロ
ポ
ネ
ス
職
役
史
」
に
お
い
て
具
膿
的
に
解
明
せ
ら
れ
て
い
る
と

し
、
そ
の
著
に
あ
ら
わ
れ
た
「
強
者
の
灌
利
」
論
を
取
墨
げ
る
。
そ
し
て
、
古

代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
既
に
政
治
は
科
學
的
襯
察
の
到
象
で
あ
つ
た
と
述
べ
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
、
ツ
キ
ジ
デ
ス
、
ヒ
ッ
パ
ス
、
リ
コ
ポ
ー
ン
、
プ
ラ
ト
ソ
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
學
読
を
簡
明
に
紹
介
す
る
。

　
次
い
で
、
政
治
の
分
析
は
、
歴
史
の
す
べ
て
の
エ
ポ
ッ
ク
に
よ
つ
て
な
さ
れ

て
來
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
五
づ
の
一
般
的
特
徴
を

結
果
的
に
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
五
大
特
徴
を
左
の
ご
と
く

掲
げ
る
。

　
一
、
政
治
と
は
、
行
爲
で
あ
り
、
賓
行
で
あ
り
、
形
態
で
あ
つ
て
、
熟
慮
や
、

思
案
の
理
論
化
で
は
な
い
。

　
二
、
政
治
と
は
、
共
同
膣
規
整
（
O
Φ
5
Φ
ぎ
8
げ
鋒
駐
3
映
Φ
ご
昌
㎎
）
の
目
的

を
伴
う
行
爲
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
も
つ
と
も
重
要
な
政
治
的
秩
序
は
國
家
で

あ
る
。

　
三
、
政
治
と
は
、
灌
力
手
段
に
よ
る
共
同
盤
規
整
の
行
爲
で
あ
る
。

　
四
、
政
治
と
は
、
法
的
に
規
整
さ
れ
た
形
態
に
お
け
る
権
力
行
爲
で
あ
る
。

　
五
、
政
治
と
は
、
常
に
調
念
的
贋
値
（
箆
8
＝
臼
毛
Φ
喜
Φ
）
の
具
現
を
試

狗
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

み
る
も
の
で
あ
る
。

と
掲
げ
、
政
治
の
定
義
を
左
の
よ
う
に
な
し
て
い
る
。

男
o
一
一
試
江
。。
訂
。
母
包
Φ
る
。
男
酵
目
琶
暢
富
民
①
旦
山
器
巨
蔑
窪
霞
窪
Φ
一
昌

　3同

3
魯
昏
魯
鵬
宵
Φ
瞬
Φ
詳
Φ
ロ
冒
器
算
q
民
g
一
＄
目
即
Φ
o
算
幡
①
詳
㎡
、

琶
吟
含
り
9
富
g
酵
日
廿
Φ
ミ
①
客
Φ
Φ
言
①
げ
Φ
肖
。。
。
冨
津
一
一
9
Φ

ω
o
巴
鉱
。
呂
昌
蚤
瞬
ー
ぎ
冨
。
。
o
邑
Φ
目
雲
山
①
ロ
ω
富
辞
－
竪
。。
。
壼
中
臼

　
q
】
日
山
口
即
O
げ
　
一
ロ
ロ
①
b
　
9
β
山
㊤
9
P
①
β
N
娼
の
一
〇
げ
①
目
昌
oo
q
O
げ
叶
。

　
次
い
で
、
「
政
治
と
椹
力
思
想
」
の
節
で
は
、
「
政
治
と
は
常
に
権
力
を
め
ぐ

る
闘
雫
で
あ
る
」
と
の
命
題
を
同
目
頭
ま
ず
掲
げ
、
椌
力
と
は
生
活
の
法
則
で
あ

り
、
且
つ
人
間
本
性
の
根
本
的
形
態
で
あ
る
と
述
べ
、
更
に
、
政
治
に
お
い
て

は
権
力
は
不
可
避
の
も
の
で
あ
り
、
政
治
罐
力
は
内
面
酌
及
び
外
面
的
な
特
性

を
有
し
、
マ
ラ
ク
ス
・
ウ
ェ
バ
ー
の
「
鼠
O
ぎ
宕
一
9
蓄
諺
9
魯
N
≦
曽
ロ
鴨
映
①
、

名
巴
£
を
提
示
す
る
。

　
又
政
治
灌
力
は
、
合
法
的
且
つ
批
會
的
ア
ル
ト
に
沿
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
故
、
政
治
権
力
は
法
律
と
の
緊
密
な
關
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
法
思

想
、
歴
史
と
政
治
と
の
關
係
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
略
し
て
、
「
政
治
と
イ
デ
オ
・

ギ
ー
」
（
第
六
節
）
の
問
題
に
つ
い
て
、
著
者
ク
ラ
ッ
セ
ン
の
読
く
と
こ
ろ
を
述

べ
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
政
治
と
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
常
に
一
定
の

債
値
を
邉
求
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
一
定
の
政
治
は
、
一
定
の
世
界
観
を
そ
の

内
容
と
し
て
保
有
し
て
い
る
。
政
治
と
世
界
観
は
、
「
内
o
胃
Φ
署
o
昌
δ
8
民
Φ

O
＆
ゆ
窪
」
　
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
治
が
肚
會
的
同
意
を
、
す
な
わ
ち
、
入
聞
の

服
從
を
得
る
た
め
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
利
用
す
る
の
で
あ
り
、
又
そ
れ
に
よ
つ

て
具
騰
的
祉
會
秩
序
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
分
で
あ
る
。
又
政
治
は
、
歴
史
の

脛
過
に
お
い
て
餐
當
と
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
、
凡
ゆ
る
世
界
観
に
形
成
し

三
一

（
六
五
麟
二
）



濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

た
も
の
で
あ
る
。
と
述
べ
、
そ
の
例
詮
と
し
て
、
宗
教
思
想
、
自
然
法
理
説
、

民
主
主
義
の
イ
デ
オ
・
ギ
！
、
ド
イ
ッ
理
想
主
義
學
読
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
等
に

つ
い
て
読
明
を
試
み
て
い
る
。

　
第
二
章
は
、
政
治
機
構
及
び
機
能
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
通
論

に
の
つ
と
つ
て
そ
れ
を
明
確
な
順
序
に
提
出
し
つ
つ
解
説
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る

が
、
こ
の
章
は
略
し
て
、
第
三
章
「
封
外
政
治
」
の
概
要
の
み
賜
れ
て
み
よ
う
。

封
外
政
治
の
前
提
と
し
て
、
著
者
は
ま
ず
「
國
家
膣
制
の
成
立
」
よ
り
読
き
始

め
る
。
國
家
膿
制
の
成
立
に
よ
つ
て
、
自
治
國
家
と
な
り
、
こ
の
自
治
國
家
は

相
互
關
係
に
お
い
て
相
互
の
勢
力
搬
張
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

す
な
わ
ち
、
中
世
紀
に
お
い
て
は
未
だ
こ
の
よ
う
な
自
治
國
家
の
封
外
關
係
は

存
在
せ
ず
、
漸
く
一
五
世
紀
末
葉
の
イ
タ
リ
ヤ
都
市
國
家
間
に
外
交
の
初
期
的

形
姿
が
あ
つ
た
と
論
じ
て
い
る
。
第
二
節
の
到
外
政
治
の
機
關
と
し
て
は
、
大

使
並
に
外
交
官
の
職
灌
等
に
つ
い
て
述
べ
、
第
三
節
の
「
外
交
技
術
の
特
質
」

と
し
て
は
、
卒
時
國
際
法
に
お
け
る
種
々
の
基
本
的
間
題
睦
｝
㌔
響
富
の
ε
旨

o。

霞
畠
鼠
F
．
．
ご
9
砦
。
。
巳
餌
δ
び
扇
匹
o
o
o
雷
ロ
試
び
話
｝
．
職
と
目
什
旨
も
o
。
。
8

冒
o
旨
o
o
び
犀
嶋
彗
ロ
5
．
．
h
に
つ
い
て
概
読
し
て
い
る
。

　
最
後
の
第
四
節
「
國
際
政
治
」
に
封
す
る
著
者
の
解
論
は
、
ま
ず
現
代
の
條

件
、
情
勢
よ
り
見
て
も
、
將
來
の
稜
展
の
た
め
に
は
、
國
際
政
治
機
構
の
新
し

い
目
的
を
確
立
し
、
そ
の
形
態
を
整
え
て
ゆ
く
こ
と
が
焦
眉
の
急
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
観
鮎
か
ら
國
際
政
治
は
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と

し
、
，
前
世
紀
の
國
際
關
係
よ
り
概
説
を
始
め
、
國
際
蓮
盟
機
構
に
燭
れ
、
そ
の

功
罪
を
論
じ
、
今
次
大
験
後
の
國
際
蓮
合
の
成
立
過
程
に
言
及
し
て
い
る
。

　
本
書
の
全
般
を
評
す
る
な
ら
ば
、
比
較
的
贅
言
も
な
く
よ
く
ま
と
め
て
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
が
こ
の
よ
う
な
小
冊
子
に
、
問
題
の
多
b
政
治
學
の

三
二

（
六
五
四
）

基
本
問
題
を
手
際
よ
く
ま
と
め
、
し
か
も
入
門
書
と
し
て
李
易
に
厳
述
し
た
こ

と
ば
、
評
便
さ
れ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
》
9
昌
o
語
ξ
”
国
一
民
爵
凄
轟
言
象
①
℃
呂
艶
｛
レ
誤
こ
。
り
。
。。
ω
①
詳
9
一
●

　
　
A
・
グ
ラ
ボ
ゥ
ス
キ
ー
著
「
政
治
學
入
門
」

　
本
書
の
著
者
A
・
グ
ラ
ボ
ゥ
ス
キ
！
に
つ
い
て
は
、
そ
の
略
歴
、
現
職
等
、

そ
の
詳
細
は
審
ら
か
で
な
い
が
、
政
治
學
關
係
の
著
述
は
一
九
三
二
年
以
降
で

も
相
當
の
敷
を
公
刊
し
て
い
る
。
こ
こ
に
滲
考
に
供
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
掲

げ
て
み
よ
う
。

　
一
．
勺
o
ロ
寓
F
一
器
鱒
｝
閃
Φ
二
一
戸

　
b
D
’
　
U
Φ
り
乙
Q
O
N
一
節
に
一
昌
℃
Φ
困
一
餌
一
一
の
膏
9
00
　
9
一
の
○
　
一
Φ
6
N
汁
Φ
　
国
㎡
餌
℃
℃
①
　
α
①
の
　
H
回
昌
旦

唱
Φ
巨
po
一
一
ω
旨
信
即
一
器
P
鵬
器
Φ
だ
≦
Φ
一
甘
o
瓢
江
oo
9
Φ
o
o
卜
胃
o
露
＜
。

　
G
Q
●
　
閲
○
目
6
一
κ
．
　
H
ぴ
目
Φ
　
国
一
①
目
①
冒
け
Φ
　
9
一
一
山
　
一
げ
財
Φ
　
男
弓
O
げ
一
Φ
巨
①
匂
一
⑩
嶋
Q
Q
】

．
国
印
匡
o
ダ

　
吟
U
①
日
0
5
㊤
菖
①
口
邑
∪
穿
富
言
5
0
同
∈
一
亀
轟
難
旨
写
に
菖
。Q
9
霞

国
旨
一
Φ
げ
g
冒
単
一
逡
P
N
穿
ざ
ゲ
●

　
㎝
●
0
2
呂
胃
o
げ
δ
ヨ
Φ
α
霞
蜀
o
目
広
『
一
渓
P
鵬
弓
鍔
ご
。。
9
零
Φ
蒔
魯

　
①
・
　
b
o
一
一
註
犀
一
ヨ
O
吋
q
5
身
一
戸
岩
q
鉾
男
轟
昌
犀
3
詳
P
竃
。

等
で
あ
る
。
こ
れ
は
軍
な
る
筆
者
の
推
測
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、
一
九
三
二
年

に
ベ
ル
リ
ソ
で
政
治
學
を
公
刊
し
て
以
後
の
著
作
は
、
ス
イ
ス
の
チ
ュ
ー
リ
ッ

ヒ
で
公
刊
し
て
い
る
状
況
か
ら
推
し
て
、
恐
ら
く
ナ
チ
ス
蓮
動
に
反
封
の
意
を

表
し
、
ナ
チ
ス
の
み
の
有
す
る
特
有
の
堅
力
を
國
外
に
遜
け
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　
嘗
著
「
政
治
學
入
門
」
は
、
一
九
五
〇
年
に
公
刊
し
た
、
F
・
ギ
ー
ゼ
の
編

著
か
ら
な
る
「
行
政
論
」
中
の
一
編
「
政
治
學
の
根
本
問
題
」
（
前
掲
）
に
お
い



て
、
考
案
し
た
政
治
學
膣
系
を
縮
小
し
て
入
門
書
に
作
り
攣
え
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。

　
グ
ラ
ボ
ゥ
ス
キ
ー
の
試
み
た
政
治
學
の
膣
系
は
、
大
別
し
て
二
部
門
に
分
け

ら
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
部
は
「
政
治
學
序
読
」
（
＜
o
議
9
昌
①
3
目
国
騨
時
）

で
あ
り
、
第
二
部
は
「
國
際
問
題
」
（
跨
島
Φ
起
9
詫
駐
昌
①
寄
〇
三
Φ
9
①
）
で

あ
る
。

　
ま
ず
、
緒
言
に
披
歴
し
た
著
者
の
見
解
を
述
べ
て
み
よ
う
。
　
「
私
が
企
書
し

た
所
の
種
々
檬
な
、
科
學
の
名
に
お
け
る
政
治
の
莫
大
な
範
園
を
、
こ
の
小
著

に
よ
つ
て
把
握
す
る
試
み
と
し
て
は
、
こ
の
著
作
は
鹸
り
に
も
感
昌
ヨ
一
一
9
な

も
の
と
し
て
小
さ
す
ぎ
る
と
思
う
。
國
内
、
國
外
政
治
の
主
線
（
類
き
喜
ロ
巨
Φ
）

並
に
支
配
的
な
諸
原
理
と
し
て
、
こ
の
著
は
記
述
さ
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な

く
、
そ
れ
は
時
に
懸
じ
て
の
從
線
（
2
Φ
び
σ
巳
言
δ
）
と
實
例
を
読
明
す
る
た

め
に
提
起
し
、
こ
の
小
著
を
意
圖
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
こ
の

著
述
に
お
い
て
示
し
た
と
こ
ろ
は
、
實
際
に
序
説
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
私

が
一
九
五
〇
年
に
著
し
た
著
作
に
修
正
を
加
え
、
そ
し
て
特
に
第
二
部
國
際
政

治
に
關
す
る
部
門
は
、
そ
の
後
の
（
す
な
わ
ち
、
一
九
五
〇
年
以
後
の
）
國
際

問
題
の
展
開
に
適
感
す
る
よ
う
に
補
完
し
、
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
第
一
部
「
政
治
學
序
読
」
で
は
、
第
一
に
政
治
科
學
の
概
念
（
第

一
節
）
か
ら
読
き
始
め
る
。
　
「
ま
ず
第
一
に
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
政
治
に
お
い
て
寄
o
巨
Φ
ヨ
畠
島
Φ
β
（
問
題
思
惟
）
が
必
要
な
も
の
で
あ

る
。
政
治
が
そ
の
課
題
と
し
て
捲
つ
て
い
る
呪
咀
（
国
冒
9
）
は
、
從
來
生
起

し
て
き
た
問
題
が
、
仔
細
に
究
明
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
或
い
は
、
多
く
の
從

察
に
お
い
て
、
生
起
し
て
來
た
政
治
の
内
在
的
な
問
題
性
が
、
そ
の
全
膿
の
領

濁
逸
に
お
け
る
致
治
學
硯
究
の
現
況

域
に
お
い
て
一
般
に
認
識
さ
る
こ
と
が
な
く
し
て
表
現
も
さ
れ
決
定
も
さ
れ
た

こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
」
と
、
政
治
の
腸
性
と
し
て
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
非

合
理
性
を
指
摘
し
、
客
観
的
に
政
治
現
象
を
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
政
治
の
在
り

方
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
政
治
學
の
任
務
と
封
象
が
あ
る
こ
と
を

論
ず
る
。

　
そ
し
て
著
者
に
よ
れ
繍
、
　
「
政
治
に
關
す
る
科
學
論
は
、
國
家
的
蓮
動
の
理

論
、
そ
の
際
こ
の
理
論
は
、
活
濃
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
有
機
騰
を
め
ぐ
る
所
の

理
論
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ベ
ツ
ァ
イ
ヒ
ネ
ソ
さ
れ
る
」
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
「
政
治
観
」
U
政
治
に
つ
い
て
の
科
學
的
観
察
眼

n
で
は
、
必
然
的
に
次
の
「
國
家
と
國
家
理
性
」
（
第
二
節
）
の
問
題
が
提
起
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
y
ス
的
國
家
理
念
の
形
成
、

並
に
そ
れ
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
フ
ラ
ソ
ス
近
代
國
家
の
形
成
に
つ
い
て
、
ル
イ

ニ
ニ
世
治
下
の
フ
ラ
ン
ス
首
相
で
あ
り
、
且
つ
絶
封
主
義
的
中
央
集
檀
を
樹
立

し
、
フ
ラ
ソ
ス
を
以
て
當
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
に
お
け
る
ゆ
ゑ
随
一
の
張
國
に
導
い
た

リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
（
9
》
・
図
ざ
げ
①
嵩
Φ
ロ
）
の
役
割
を
論
じ
、
更
に
テ
ソ
ニ
ー
ス
、

ラ
ソ
ケ
（
政
治
論
）
“
｝
〇
一
一
試
o
o
魯
①
o
。
O
Φ
o。
℃
鼠
魯
U
の
所
読
を
引
例
し
て
、

國
家
理
性
を
解
読
す
る
。
次
い
で
著
者
の
思
索
は
、
　
「
壮
會
學
と
政
治
研
究
の

前
提
と
し
て
の
集
團
心
理
學
」
（
第
三
節
）
に
移
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
以

降
に
お
い
て
著
者
が
政
治
學
序
読
の
構
成
内
容
と
し
て
取
扱
う
課
題
を
、
並
列

的
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
み
ょ
う
。
第
四
節
は
　
「
現
代
史
的
韓
期
に
立
つ
國
家
」

（
U
臼
o
Q
雷
暮
α
Φ
弓
瞬
Φ
鐙
Φ
冒
胡
餌
旨
蒔
①
ロ
Q
霧
o
置
3
駐
Φ
宕
9
①
）
H
す
な
わ

ち
、
現
代
國
家
論
“
で
あ
り
、
次
に
「
階
級
國
家
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
シ

ー
ラ
！
の
概
念
し
た
中
産
階
級
を
考
え
る
」
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
「
中
産
階

級
」
（
U
霞
家
ヰ
ε
罐
富
民
）
（
五
節
）
を
論
ず
る
。
更
に
、
「
名
目
房
9
q
民

三
三

（
六
五
五
）



獅
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

≦
ま
＆
o
冥
巴
ε
（
希
望
と
現
實
）
、
「
内
O
房
霞
養
試
・
。
琶
垢
∈
る
菊
①
ぎ
ε
－

怠
〇
三
（
保
守
主
義
と
革
命
）
、
「
U
霞
国
90
℃
詳
巴
融
冒
岳
90
ポ
O
Φ
8
崔
魯
諾
－

①
℃
O
O
び
①
」
（
歴
史
的
韓
期
と
し
て
の
資
本
主
義
）
、
（
U
一
①
円
は
Φ
び
κ
門
餌
出
δ
Φ
α
Φ
目

O
O
o

o
O
げ
一
〇
｝
旨
Φ
」
（
歴
史
の
推
進
力
）
、
「
ω
廿
帥
90
訂
］
B
9
ロ
b
二
”
山
国
一
詳
Φ
び
出
山
q
ロ
の
」

（
爲
政
者
と
選
良
の
形
成
）
、
「
O
一
Φ
“
び
①
琶
㊤
誉
O
崔
O
『
Φ
即
①
槻
陣
2
∈
蒔
」
（
超

窯
派
政
治
）
、
「
O
冨
℃
9
詳
粧
o
げ
Φ
国
胃
N
6
冒
g
一
晩
」
（
政
治
敏
育
）
、
「
融
叶
即
四
駐
、

ま
弓
旨
‘
P
山
＜
①
匡
霧
讐
旨
瞬
」
（
國
家
形
態
と
構
成
）
、
「
国
夢
詩
首
昌
伽
男
O
団
註
一
乱

（
倫
理
と
政
治
）
、
「
警
器
房
ヨ
曽
b
旨
9
目
q
日
冨
騎
障
山
Φ
目
O
霧
魯
一
〇
騨
⑩
」
（
爲

政
者
と
歴
史
の
悲
劇
）
、
「
頃
①
一
蜀
一
霧
巴
の
o。
審
曽
訂
冨
鋤
ロ
鼠
ψ
o
げ
Φ
℃
Φ
崩
α
巳
8
マ

犀
①
詳
」
（
政
治
家
的
個
性
と
し
て
の
ペ
リ
ク
レ
ス
）
、
「
U
δ
国
Φ
目
誘
魯
や
津

山
霞
客
曽
＝
帥
吟
角
」
（
輕
管
者
支
配
）
目
こ
こ
で
は
、
バ
ー
ナ
ム
の
主
唱
し
た
輕
管

者
革
命
ー
言
薗
畠
瞬
Φ
鼠
巴
①
閑
Φ
ε
ご
試
o
ロ
ー
を
中
心
と
し
て
論
議
を
展
開
す

る
H
、
「
O
器
b
3
三
Φ
簿
山
霞
鵬
酵
○
犀
弓
四
試
Φ
」
（
官
僚
制
の
問
題
）
、
「
＜
Φ
ヤ

葺
器
の
∈
丙
α
霞
冒
霧
o
。
Φ
」
（
マ
ス
の
膨
脹
）
、
「
U
鮮
富
ε
同
q
協
α
諸
器
o
o
叩

注
o
再
霞
蔭
｝
O
δ
ざ
富
巳
一
里
ε
ロ
㎎
」
（
濁
裁
と
大
衆
訓
練
及
び
劃
一
政
治
U
ナ

チ
ス
化
“
）
「
U
一
Φ
ご
①
箆
①
昌
O
円
9
ロ
臼
言
宙
目
山
Φ
円
O
Φ
O
o
O
置
魯
審
」
（
歴
史
の

二
つ
の
墓
本
線
）
、
「
O
δ
　
男
唇
乞
①
営
暮
詩
α
霞
O
吋
9
昌
臼
ぎ
誉
三
　
（
基
本

線
の
問
題
性
）
、
「
国
9
ε
∪
Φ
簿
O
犀
旨
氏
①
巳
乱
要
”
び
冨
国
×
一
忠
O
ロ
且
（
眞

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
眞
の
實
存
在
）
、
以
上
の
二
三
節
を
以
て
、
政
治
學
の

「
＜
o
窃
9
巳
ε
と
し
て
い
る
。
　
一
見
誰
で
も
感
ず
る
よ
う
に
、
從
來
の
政
治

學
概
論
と
は
凡
そ
そ
の
タ
イ
プ
を
異
に
し
た
構
成
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者

が
緒
言
で
彼
、
渥
し
た
、
政
治
理
論
周
邊
の
問
題
U
Z
Φ
ご
①
巳
一
巳
o
吐
に
よ
つ
て

充
た
さ
れ
で
、
い
る
。
十
九
節
の
＜
o
毎
一
器
。
α
e
鎧
（
δ
り
霞
器
8
以
降
二
三
節

ま
で
は
、
ナ
チ
ス
の
政
治
的
行
動
檬
式
を
、
政
治
學
的
観
野
か
ら
、
克
明
に
硯

三
四

（
六
五
六
）

角
を
攣
え
な
が
ら
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
眞
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、

邉
股
の
批
判
を
通
し
て
の
著
者
の
民
主
主
義
観
を
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
叉
、
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
シ
ュ
パ
ン
、
バ
ー
ナ
ム
等
々
の
現

代
に
お
け
る
各
分
野
の
思
想
家
の
厨
説
を
綱
羅
し
て
、
各
節
を
充
賢
さ
せ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
多
方
面
に
渡
る
知
識
の
該
博
さ
が
覗
わ
れ
る
と
思
う
。

　
第
二
部
「
國
際
問
題
」
は
、
常
初
に
各
蹄
を
一
括
し
て
掲
げ
、
そ
の
あ
と
要

黙
に
つ
い
て
鰯
れ
て
ゆ
き
た
い
。
1
「
國
際
政
治
の
内
容
」
、
2
「
大
國
と
弱

小
國
」
、
3
「
國
家
主
樫
」
、
4
「
秘
密
外
交
と
権
力
の
配
合
」
、
5
「
帝
國
主

義
」
、
6
「
ソ
ヅ
ィ
エ
ッ
ト
帝
國
主
義
」
、
7
「
中
國
の
世
界
政
治
上
の
立
場
」

8
「
民
族
思
想
と
帝
國
主
義
」
、
9
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
族
蓮
動
」
、
m
「
中

テ
ル
ノ
ヒ
テ

間
勢
力
」
、
皿
「
後
退
し
た
大
國
ド
イ
ッ
と
日
本
」
、
1
2
「
ブ
ラ
ソ
ス
と
イ
タ
リ

i
、
ラ
テ
ソ
系
大
國
」
、
B
「
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
勢
力
」
、
1
4
「
ア
メ
リ
カ

的
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
」
、
1
5
「
第
三
勢
力
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
」
、
1
6
「
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ン

カ
均
衡
政
策
」
、
曾
「
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
均
衡
の
役
割
」
、
1
8
「
野
外
政
治
の
優

ヲ
ン
グ
　
　
　
　
　
イ
ン
テ
レ
セ
ン
パ
ク
ト

先
」
、
1
9
「
利
害
闘
係
協
約
」
、
2
0
「
歓
陥
の
あ
る
利
害
關
係
政
策
」
、
21
「
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ン
ペ
ヴ
エ
　
グ
ウ
ン
グ

際
政
治
と
國
内
政
治
の
調
和
」
、
盟
「
蓮
合
運
動
」
、
2
3
「
汎
ヨ
ー
戸
ッ
パ
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
パ
し
グ
ロ
し
ス
メ
ヒ
デ

盟
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
の
援
助
」
、
2
5
「
世
界
組
織
」
、
2
6
「
超
　
大
　
國
と
世
界

組
織
」
、
2
7
「
國
際
漣
合
内
に
お
け
る
弱
小
國
」
、
28
「
民
族
生
活
に
お
け
る
椹

威
」
の
全
二
八
節
に
匿
分
さ
れ
、
國
際
政
治
の
多
岐
な
複
合
現
象
に
接
近
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
部
も
第
一
部
と
同
檬
に
、
極
め
て
ア
プ
ト
・
デ
ー
ト
な

問
題
を
素
材
と
し
て
取
扱
つ
て
い
る
。
第
一
節
に
「
蜀
外
政
治
の
内
容
、
す
な

わ
ち
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
、
歴
史
上
を
め
ぐ
る
諸
國
の
雫
闘
で
あ
る
…
…
歴

史
上
の
こ
の
雫
剛
に
お
い
て
は
、
軍
に
自
國
主
彊
の
努
力
や
、
カ
の
謁
明
叉
は

櫓
大
に
よ
つ
て
國
家
壮
會
内
部
の
信
望
を
高
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人



間
進
歩
の
綜
合
的
漣
過
の
上
に
牧
釜
あ
る
影
響
を
與
え
る
た
め
で
あ
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
樒
力
思
想
、
並
に
そ
の
闘
争
と
人
類
進
歩
の
観
念
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
が
「
法
律
哲
學
綱
要
」
に
お
い
て
「
静
か
な
大
洋
が
、
風
の
蓮
動
に
よ

つ
て
そ
の
腐
敗
か
ら
冤
れ
、
恒
久
午
和
の
た
め
に
頽
駿
し
よ
う
と
す
る
國
民
を

救
つ
て
、
こ
れ
に
道
徳
的
健
康
を
興
え
、
共
同
目
的
に
向
つ
て
進
行
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
國
民
の
無
關
心
を
打
破
す
る
上
に
職
雫
は
必
要
で
あ
る
」
と
主
職

論
を
披
歴
し
た
思
考
と
一
脈
相
通
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
六
節
「
ソ
蓮
帝
國
主
義
」
に
お
い
て
は
、
ツ
ァ
ー
政
槽
崩
壌
後
、
レ
ー
ニ

ン
の
政
策
及
び
ス
タ
ー
リ
ン
の
そ
れ
ら
は
、
理
論
的
に
は
確
に
反
帝
國
主
義
で

あ
る
が
、
國
家
膨
脹
政
策
、
特
に
ス
タ
ー
リ
ン
死
後
に
お
い
て
、
共
産
窯
自
膿

が
國
家
構
造
の
前
に
後
退
す
る
よ
う
な
現
象
を
示
し
て
察
た
こ
と
を
指
摘
し
、

國
家
理
性
に
基
づ
く
ソ
蓮
の
帝
國
主
義
的
性
格
を
鋭
く
訊
し
て
い
る
。
ま
だ
各

節
と
も
問
題
は
山
積
し
て
い
る
が
、
グ
ラ
ボ
ク
ス
キ
ー
の
著
書
の
紹
介
を
こ
れ

で
と
ど
め
次
に
移
つ
て
み
た
い
。

　
こ
の
政
治
學
概
論
書
の
部
門
に
は
、
ま
だ
二
珊
残
つ
て
い
る
が
、
こ
の
二
書

に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
構
成
を
ま
と
め
て
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
す
な
わ
ち
、
左
の
二
書
で
あ
る
。

　
》
≦
言
ざ
Φ
コ
O
崖
邑
一
躍
Φ
昌
α
霞
℃
〇
一
註
F
ぢ
お
｝
毛
δ
b
・

　
》
9
0
3
び
o
巧
玲
憶
　
勺
o
一
詳
埠
一
旨
O
霊
冒
身
鵠
”
罵
語
一
閣
轟
貿
片
騰
g
詳
●

　
A
・
ウ
ィ
ン
ク
ラ
ー
の
肩
書
は
、
ウ
ィ
ー
ン
に
あ
る
世
界
貿
易
高
等
學
校
の

正
敏
授
と
な
つ
て
い
る
。

　
内
容
は
、
左
の
五
編
の
論
文
に
ょ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
膣
系

的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
論
文
集
を
表
題
に
よ
つ
て
統
括
し
た
も

の
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
砺
究
の
現
況

　
O
　
國
際
政
治
の
心
理
的
基
礎
“
一
例
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
・
ハ
ソ
ガ

リ
ー
の
歴
史
か
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
“

　
⇔
　
政
治
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
U
ド
ナ
ウ
河
地
方
の
歴
史
の
根
本
間

題
“

　
目
　
肚
會
主
義
と
國
内
政
治
“
近
代
革
命
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
“

　
㈲
　
現
代
世
界
政
治
の
精
瀞
的
モ
チ
ー
フ
H
轄
換
期
に
立
つ
世
界
歴
史
“

　
㊨
　
民
族
主
義
と
個
人
主
義
n
世
界
政
治
に
お
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
國
家
H

の
五
編
で
あ
る
。
次
の
書
は
、
前
に
そ
の
梗
概
を
示
し
た
A
・
グ
ラ
ポ
ゥ
ス
キ

ー
の
一
九
五
二
年
に
公
刊
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
左
の
ご
と
き
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
部
主
要
間
題
、
第
二
部
國
家
構
造
、
第
三
部
封
外

政
治
の
三
部
よ
り
な
つ
て
い
る
。
第
一
部
で
は
「
國
家
と
壮
會
」
の
間
題
、
「
政

蕪
と
世
界
観
」
の
問
題
、
　
「
政
治
教
育
」
論
等
の
一
般
的
問
題
を
そ
の
内
容
と

し
、
第
二
部
で
は
、
畿
會
主
義
、
民
主
主
義
を
中
心
と
し
た
近
代
國
家
組
織
を

扱
つ
て
お
り
、
第
三
部
は
、
「
帝
國
主
義
と
植
民
地
主
義
」
、
「
帝
國
主
義
の
構

造
」
等
の
國
際
政
治
學
上
の
基
本
問
題
よ
り
読
き
起
し
て
、
　
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

ア
ジ
ア
」
、
「
ア
フ
リ
カ
問
題
」
、
「
イ
ン
ド
・
近
束
間
題
」
等
廣
汎
に
そ
の
到
象

領
域
を
求
め
て
い
る
。

　
本
書
は
、
前
掲
の
「
政
治
學
入
門
」
に
よ
つ
て
知
識
を
得
た
讃
者
が
、
よ
り

深
く
研
究
す
る
の
に
は
好
個
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
［
般
國
法
學

　
當
該
部
門
に
お
い
て
、
現
在
筆
者
の
手
許
に
あ
る
も
の
は
、
左
の
二
書
で
あ

る
。

男
●
象
霧
Φ
”
邑
蒔
①
膏
Φ
ぎ
Φ
。。
の
“
鎧
富
3
。
算
｝
一
濾
o。
も
㎝
m
①
詫
9
一
’

三
五

（
六
五
七
）



濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

宵
閏
Φ
監
旨
民
2
碍
Φ
旨
①
β
①
の
ω
ε
暮
設
Φ
o
葬
口
逡
O
”
濠
oo
の
Φ
評
①
p

で
あ
る
。

　
ま
ず
、
F
・
ギ
ー
ゼ
の
所
説
よ
り
紹
介
し
て
み
ょ
う
と
思
う
。
F
・
ギ
、
ゼ

は
、
本
書
に
附
し
た
肩
書
で
は
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ル
ト
大
學
の
法
律
學
校
教
授
と

な
つ
て
い
る
が
、
ド
イ
ッ
公
法
學
會
の
長
老
會
員
で
あ
り
、
公
法
學
界
に
お
い

て
の
重
鎭
で
あ
る
こ
と
は
、
周
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
そ
の
副
題
と
し
て
、
国
置
O
同
9
一
身
茜
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
い
わ
ば
梗
概
的
な
ス
ケ
ッ
チ
・
ブ
ッ
ク
と
い
え
よ
う
。
「
緒
言
」
に
お
け
る

著
者
の
主
張
を
ま
ず
聞
い
て
み
る
と
、
「
一
般
國
法
學
は
、
個
別
國
法
學
と
相
湛

す
る
の
み
で
な
く
し
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
一
般
國
家
學
と
匿
別
さ
れ
た
學
間
膣

系
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
著
者
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
所
謂
、
O
Φ
昌
Φ
♪

冒
p
o
び
即
呂
を
主
軸
と
し
た
十
九
世
紀
中
葉
以
降
の
ド
イ
ッ
公
法
學
の
飛
躍
的
獲

展
は
、
法
治
國
家
を
勤
象
と
し
た
た
め
、
國
家
に
つ
い
て
の
法
學
的
、
有
機
鎧

的
國
家
観
を
醸
成
し
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
、
H
・
ケ
ル
ゼ
ソ
の
純
粋

法
學
の
立
場
か
ら
の
國
家
學
読
（
例
え
ば
、
国
90
q
℃
♂
b
吋
o
び
一
①
巨
Φ
山
Φ
目
ω
蜜
即
駐
－

お
魯
琶
魯
3
お
員
2
祠
Φ
9
①
日
Φ
の
富
暮
。
。
一
①
ぼ
①
冨
謡
）
に
ま
で
展
開

す
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
贅
言
は
さ
て
お
き
、
ギ
ー
ゼ
は
更

に
「
一
般
國
法
學
の
課
題
は
、
場
所
的
に
、
時
間
的
に
、
種
々
相
違
」
た
國

家
形
態
か
ら
、
法
律
的
な
基
本
制
度
（
O
目
巳
＆
Φ
冒
旨
魯
さ
ロ
㎎
）
、
根
本
命
題

（
O
旨
民
終
誌
）
及
び
基
本
的
概
念
（
O
旨
民
冨
鴨
講
）
を
抽
象
し
て
く
る
こ

と
、
そ
し
て
抽
象
さ
れ
た
も
の
を
、
完
結
的
な
法
學
膿
系
の
う
ち
に
統
合
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
昧
に
お
い
て
、
一
般
國
法
學
上
の
本
質
的
な
問
題
に
つ

い
て
、
極
め
て
簡
軍
に
提
出
し
よ
う
と
思
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
著
者
は

次
の
四
章
に
大
別
し
て
一
般
國
法
學
睦
系
を
構
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

／、

（
六
五
八
）

国
巷
詫
巴
歴
　
砿
鑓
繋
（
國
家
論
）

閑
琶
律
巴
肝
．
o
Q
＄
g
。
。
3
旨
6
冒
（
國
家
形
態
論
）

　
国
碧
詫
巴
等
　
し
q
賞
縁
。
。
o
彊
餌
ロ
Φ
（
國
家
機
關
論
）

　
国
㊤
℃
詳
巴
マ
　
弊
琶
諾
身
昌
κ
試
o
器
ロ
（
國
家
機
能
論
）

で
あ
る
。

　
第
一
章
に
お
い
て
は
、
國
家
の
概
念
か
ら
読
き
起
し
、
國
家
理
論
の
項
で
は
、

ま
ず
法
學
的
國
家
理
論
以
外
の
學
説
（
例
え
ば
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
國
家

學
読
、
有
機
騰
読
）
を
簡
明
に
寂
し
、
次
い
で
法
學
的
國
家
理
論
を
、
㈲
法
的

客
麗
と
し
て
の
國
家
、
㈲
法
的
主
膣
と
し
て
の
國
家
、
⑥
法
秩
序
と
し
て
の
國

家
、
の
三
観
黙
に
わ
け
て
論
じ
て
い
る
。

　
更
に
、
統
合
理
論
の
項
目
を
設
け
、
そ
こ
で
R
・
ス
メ
ソ
ド
の
所
読
を
引
用

し
て
次
の
よ
う
に
解
読
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
統
合
（
日
審
瞬
轟
試
0
5
）
と
は
、

精
瀞
的
綜
合
關
係
の
縫
績
的
新
脛
瞼
生
成
と
、
現
實
の
問
断
な
い
革
新
の
プ
・

セ
ス
を
穂
す
る
。
こ
の
統
合
は
、
国
①
巨
ぎ
お
弩
瞬
で
あ
る
と
共
に
、
同
時

に
又
國
家
的
生
活
の
主
な
る
實
豊
で
あ
る
」
（
＝
二
頁
）
と
説
い
て
い
る
が
、
こ

の
所
説
は
、
　
「
精
紳
的
、
團
監
的
構
成
態
は
、
静
止
的
に
存
在
す
る
蜜
膣
で
は

な
く
、
現
賢
的
な
精
神
生
活
の
意
昧
内
容
で
あ
つ
て
、
そ
の
不
漸
の
纒
績
的
な

自
己
形
成
の
過
程
に
あ
る
と
し
て
、
國
家
を
精
紳
的
、
杜
會
的
現
實
性
と
し
て

把
握
し
、
そ
の
個
個
の
生
活
表
現
の
縫
績
的
な
自
己
形
成
の
過
程
の
な
か
に
そ

の
本
質
を
み
た
。
」
（
政
治
學
事
典
九
八
九
頁
引
用
）
ス
メ
ソ
ド
の
統
合
理
論
と

全
く
同
一
意
見
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
更
に
ギ
ー
ゼ
は
、
國
家
領
域
の
問
題
を
第
三
項
に
取
撃
げ
、
（
1
）
領
域
の
限

界
、
（
証
）
國
家
領
域
の
本
質
、
（
皿
）
領
域
の
攣
更
の
各
部
門
に
分
け
て
記
述
す

る
。



次
い
で
第
五
項
に
國
家
権
力
論
を
展
開
す
る
。

　
そ
の
概
略
を
提
示
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
項
目
に
よ
つ
て
構
想
さ
れ
て
い

る
。

ε
2
自
g
巴
貞
①
。
。
①
暮
一
一
9
Φ
竃
Φ
鱒
旨
巴
Φ
3
目
ω
冨
雲
置
Φ
巧
巴
汁

　
（
H
）

（
目
）

　
（
目
）

　
（
舅
）

　
（
＜
）

　
（
昌
）

θ
）　

（
H
）

　
（
国
）

　
（
目
）

（O

）
　
（
H
）

　
（
屡
）

＜
霞
冨
昌
暇
①
毛
艶
げ

属
Φ
昌
の
9
①
彊
Φ
零
巳
6

即
①
o
暮
。
。
㎎
Φ
≦
緯
“

国
ぎ
げ
Φ
ま
o
o
瞬
Φ
巧
巴
“

d
琶
団
印
o
o
o
o
①
β
山
Φ
O
Φ
名
帥
一
け

O
巳
騎
ぎ
晋
Φ
O
Φ
≦
9
詳

　
　
2
0
目
ヨ
鎚
一
自
ロ
≦
Φ
ω
¢
冒
自
ざ
｝
6
ω
冒
①
目
一
ハ
ヨ
巴
q
①
H
砿
葺
p
3
的
①
≦
、
匙
“

　
　
　
　
切
Φ
職
篤

　
　
　
　
2
昌
臼
Φ
ω
富
辞
禮
①
薯
巴
ぴ
一
警
ω
2
〈
霞
ぎ

　
　
　
　
2
一
〇
算
U
①
山
Φ
ω
富
9。
訂
騎
Φ
薯
巴
“
一
の
♂
の
2
く
①
鼠
ロ

　
　
　
M
【
Φ
一
口
①
旨
Φ
目
評
日
帥
一
①
山
①
目
o
Q
げ
薗
即
げ
o
o
騎
①
Z
＜
帥
一
φ

　
　
　
　
　
冒
罐
巴
一
汁
鋒
（
】
冨
讐
試
目
一
籔
け
）

　
　
　
　
　
ご
ロ
＜
Φ
胃
即
5
叶
項
O
噌
叶
一
一
〇
げ
犀
Φ
一
“

以
上
に
よ
つ
て
、
種
々
な
問
題
性
を
包
藏
す
る
國
家
穰
力
の
問
題
に
ア
プ
・
ー

チ
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
第
一
章
國
家
論
の
最
後
に
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
第
六
項
に

「
國
家
の
成
立
と
梢
滅
」
を
設
け
て
い
る
。
第
二
章
國
家
形
態
論
及
び
第
三
章

國
家
機
關
論
は
、
簡
軍
に
そ
の
構
成
を
提
示
し
要
貼
の
み
に
鰯
れ
て
お
く
。
第

二
章
は
、
左
の
四
項
目
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
＜
①
匡
器
の
已
葭
」
（
第
七
項
）
、
「
＜
Φ
蔦
器
鶏
冨
騎
珠
自
舞
Φ
冒
」

濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

（
第
八
項
）
、
「
菊
Φ
晦
一
霞
g
目
騎
oo
3
円
日
Φ
一
邑
（
第
九
項
）
、
「
の
欝
暮
Φ
一
一
く
①
昌
讐
乱
Φ
」

（
第
一
〇
項
）
で
あ
り
、
こ
の
國
家
形
態
論
に
お
い
て
、
ギ
ー
ゼ
は
從
來
の
ド

イ
ッ
國
法
學
の
傳
統
を
纏
承
し
、
君
主
國
と
共
和
國
の
匿
別
を
以
て
「
國
家
の

構
造
形
態
」
と
し
、
こ
れ
を
第
一
段
階
で
あ
る
と
述
べ
、
立
憲
制
と
專
政
制
と

を
封
比
し
て
「
統
治
形
態
」
と
し
こ
れ
を
第
二
段
階
と
し
て
い
る
。
第
三
章
は
、

「
○
茜
琶
ρ
審
鴨
属
暮
α
簿
8
E
（
第
二
項
）
、
「
○
お
帥
旨
気
藩
三

（
第
一
二
項
）
、
「
ミ
鋤
げ
冒
Φ
o
げ
叶
」
（
第
一
三
項
）
で
あ
る
。
最
終
の
第
四
章
國
家

機
能
論
に
お
い
て
は
、
第
一
四
項
と
し
て
、
椹
力
分
立
制
の
間
題
を
取
墨
げ
、

肩
頭
ま
ず
「
國
家
櫻
力
と
は
統
一
的
椹
力
で
あ
る
。
國
家
椹
力
は
、
他
の
諸
々

の
肚
會
的
椹
力
の
中
に
分
解
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
て
、
そ

れ
は
確
賓
な
諸
機
能
の
匿
別
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
活

動
範
域
と
、
そ
れ
に
合
致
す
る
一
定
の
活
動
形
態
で
あ
る
。
活
動
範
園
と
は
、

即
Φ
9
訂
玄
匡
9
ロ
堕
即
Φ
魯
駐
瞬
Φ
暮
巴
菖
冒
堕
國
Φ
魯
宮
℃
ゆ
Φ
騎
Φ
で
あ
り
、
こ

れ
に
相
懸
し
た
活
動
形
態
と
は
、
立
法
、
統
治
又
は
執
行
、
及
び
裁
剣
の
各
機

關
で
あ
る
。
各
國
家
罐
力
の
こ
の
實
質
的
、
並
に
形
式
的
な
根
本
的
諦
機
能
は
、

所
謂
か
の
著
名
な
、
意
義
深
い
権
力
分
立
理
論
の
封
象
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ

る
。
」
（
七
四
頁
）
と
述
べ
、
そ
の
権
力
分
立
論
の
古
代
に
お
け
る
原
始
的
な
存

在
、
中
世
に
お
け
る
存
在
、
近
世
に
お
い
て
の
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
所
読
等
そ

の
歴
史
的
展
開
状
況
を
詳
読
し
、
次
い
で
立
法
論
（
第
一
五
項
）
、
行
政
及
び
司

法
論
（
第
一
六
項
）
に
お
い
て
自
己
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
ギ
ー
ゼ
は
、
斯
界
に
お
け
る
灌
威
で
あ
る
だ
け
に
、
頗
る
簡
明
に
一
般
國
法

學
上
の
基
本
的
問
題
を
摘
出
し
て
、
網
羅
し
、
事
典
的
に
破
述
し
て
い
る
。

　
た
だ
、
一
〇
〇
頁
に
充
た
な
い
小
冊
子
で
あ
る
の
で
、
い
さ
さ
か
概
念
論
の

展
開
の
憾
が
な
い
こ
と
も
な
い
。
因
み
に
、
筆
考
が
本
稿
で
取
暴
げ
た
、
R
・

三
七

（
六
五
九
）



　
　
　
　
凋
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

ラ
ウ
ン
、
H
・
ヘ
ル
フ
リ
ッ
ツ
の
二
書
は
、
ギ
ー
ゼ
が
本
書
を
構
成
す
る
際
の

参
考
或
い
ば
引
用
文
献
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
附
記
し
て
お

く
o　

亥
に
、
H
・
ヘ
ル
フ
リ
ッ
ツ
の
一
般
國
法
學
に
つ
い
て
紹
介
す
る
の
で
あ
る

が
、
本
書
は
、
嘗
て
法
學
研
究
第
二
十
五
雀
第
四
號
に
筆
者
が
そ
の
概
要
を
、

「
紹
介
と
批
詐
」
の
欄
に
お
い
て
取
墨
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
重

複
を
避
け
る
た
め
簡
軍
に
隅
れ
て
お
き
た
い
。

　
本
書
の
全
瞠
の
構
成
は
、
一
四
章
に
よ
つ
て
組
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
章
は
、
國
法
學
、
政
治
學
、
肚
會
學
的
國
家
論
等
を
一
括
し
て
、
全
騰
に

到
す
る
序
論
的
記
述
と
し
て
「
O
霞
く
諏
器
①
冨
さ
庸
」
を
設
置
し
て
い
る
。
第

二
章
は
、
」
・
C
・
ブ
ル
ソ
チ
ュ
リ
の
近
代
國
家
論
（
■
①
ξ
Φ
〈
o
目
竃
0
3
言
①
ロ

ω
慈
鉾
一
跨
g
ゆ
。
一
〇
〇
認
）
を
初
め
に
掲
げ
、
以
下
、
R
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
G
・

イ
エ
リ
ネ
ッ
ク
、
C
・
ラ
レ
ソ
ツ
、
H
・
ト
リ
ー
ペ
ル
、
W
・
ッ
イ
グ
ラ
！
等
の

政
治
、
國
家
、
國
法
學
關
係
の
文
献
解
題
を
簡
箪
に
取
扱
い
、
「
U
緩
O
Q
9
匡
津
－

ξ
9
」
と
し
て
い
る
。

　
第
三
章
は
、
客
観
的
、
及
び
主
観
的
意
昧
に
お
け
る
法
概
念
、
公
法
と
私
法

の
癌
別
、
そ
の
匠
別
の
賓
際
的
意
義
、
ゲ
ル
マ
ソ
法
と
・
ー
マ
法
、
肚
會
法
と

個
人
法
等
の
、
い
わ
ば
法
學
概
論
的
記
述
に
よ
つ
て
、
「
U
器
鵬
Φ
鷺
篤
3
ω

α
庸
①
耳
嵩
9
9
一
切
①
9
諾
」
と
し
て
い
る
。
第
四
章
は
「
U
δ
ρ
9
巴
δ
⇒
α
a

ω
富
即
訂
8
魯
富
」
で
あ
る
が
、
こ
の
章
に
お
い
て
も
、
慣
習
法
、
自
然
法
、
法

賓
読
主
義
、
法
に
お
け
る
非
合
理
性
等
の
一
般
法
學
に
お
い
て
取
扱
う
よ
う
な

項
目
を
掲
げ
て
お
り
、
第
五
章
は
「
U
霞
乙
Q
富
客
90
5
閃
9
算
筈
Φ
㎎
u
篇
●

U
δ
O
り
磯
繕
一
δ
ぼ
①
」
で
あ
り
、
第
六
章
で
始
め
て
、
　
「
U
δ
国
ぎ
δ
ゴ
9
一

言
①
罠
日
巴
Φ
山
霧
望
壁
富
げ
①
騎
巳
崩
o
o
」
と
し
て
、
民
族
概
念
、
及
び
國
民
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
八
　
　
　
　
　
（
山
ハ
山
ハ
0
）

念
、
國
家
領
域
及
び
封
地
高
灌
、
國
家
檀
力
（
主
権
）
の
國
家
の
根
源
曲
三
要

素
に
つ
い
て
記
述
を
展
開
す
る
。

　
第
七
章
は
、
「
目
5
富
＄
ゲ
q
昌
騎
q
昌
山
O
目
＄
茜
帥
冒
鵬
山
霞
の
富
辞
①
昌
」
で

あ
り
、
第
八
章
は
「
U
一
Φ
幹
壁
富
騰
霧
筥
Φ
冨
」
で
あ
る
。
第
八
章
國
家
形
態

論
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
所
読
を
引
用
し
、
更
に
灌
力

分
立
論
の
意
義
に
陽
れ
て
、
綜
合
的
に
「
國
家
形
態
」
を
分
類
す
る
意
義
を
論

じ
、
「
君
主
政
膣
」
、
「
共
和
政
膿
」
、
「
國
民
代
表
制
」
、
「
民
主
政
治
の
現
代
的

意
義
」
等
に
分
説
し
て
い
る
。
第
九
章
は
「
U
冨
破
富
辞
①
ロ
＜
①
胃
び
ぎ
q
ロ
目
瞬
Φ
β
」

の
問
題
で
あ
る
。

　
第
十
章
で
は
「
U
器
鵬
鳳
菖
8
げ
①
一
9
も
①
巳
q
旨
」
の
章
を
特
に
設
け
、
そ

の
概
観
、
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
の
國
法
、
ド
ミ
ニ
オ
ソ
の
法
的
立
場
、
イ
ン
ド
等
の

項
を
以
て
み
た
し
て
い
る
。
第
十
一
章
は
、
　
「
ソ
蓮
邦
」
で
あ
り
、
ソ
蓮
に
關

し
て
は
、
共
産
主
義
の
精
紳
的
基
盤
と
し
て
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
ま
ず
取
墨

げ
、
一
九
一
七
年
革
命
、
レ
ー
ニ
ソ
の
ネ
ッ
プ
政
策
、
一
九
三
六
年
の
ス
タ
ー

リ
ン
憲
法
、
選
撃
制
度
、
一
九
四
四
年
の
十
二
月
一
日
附
の
蓮
邦
法
に
ま
で
そ

の
解
明
を
展
開
す
る
。
第
十
二
章
は
　
「
距
暮
自
詫
野
①
　
oQ
＄
餌
冨
臣
ぼ
q
昌
瞬

目邑U蜀

富
さ
昌
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
ま
ず
灌
威
的
國
家
指
導
（
ウ
ェ
バ
ー

の
所
謂
カ
リ
ス
マ
的
支
配
）
と
濁
裁
政
治
の
一
般
的
問
題
を
論
述
し
、
イ
タ
リ

ヤ
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム
の
歴
史
的
圏
顧
を
行
つ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
　
「
灌
威
的
國
家
指
導
並
に
凋
裁
の
二
つ
の
観
念
は
、
法
的
概
念
に

ょ
つ
て
は
把
捉
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
二
四
一
頁
）
と
述
べ
、
「
灌
威
」
の

語
義
の
解
明
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
「
椹
威
と
い
う
語
は
、
言
語
的
に
は
主
纏
者
（
勺
o
富
諄
錺
）
と
樒
威
者
（
》
年

言
ユ
葺
の
）
の
亙
別
か
ら
派
生
し
て
來
た
も
の
で
あ
り
、
ポ
テ
ス
タ
ス
と
は
、
政



府
権
力
や
、
灌
能
を
意
昧
し
、
最
近
で
は
國
家
権
力
を
意
昧
す
る
も
の
で
あ

る
。
」
と
。
第
十
三
章
は
、
「
O
一
①
鵬
①
曽
ξ
δ
び
9
δ
砿
跨
暮
oo
く
①
儀
四
器
霞
磧
」

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
㈲
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
憲
法
、
⑥
一
七
九
一
年
以
降
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
主
な
諸
憲
法
の
同
顧
、
⑥
一
九
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ッ
憲
法

の
記
録
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。

　
第
十
四
章
は
「
餌
葭
茜
山
霞
禦
鐸
諺
爵
8
託
①
β
」
で
あ
る
。
常
著
は
そ
の

副
題
と
し
（
、
　
「
寓
詳
①
言
①
簿
》
げ
旨
P
山
霞
ω
冨
餌
富
讐
Φ
O
匡
9
邑
と
あ
る

よ
う
に
、
先
に
取
墨
げ
た
F
・
ギ
ー
ゼ
の
一
般
國
法
學
と
封
比
す
る
な
ら
ば
、

前
者
は
純
然
た
る
國
法
學
的
論
述
で
あ
り
、
こ
の
H
・
ヘ
ル
ブ
リ
ッ
ツ
の
は
、

國
法
學
的
親
野
か
ら
各
章
は
取
扱
わ
れ
て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
政
治
學
大
綱
と

も
い
う
べ
き
著
作
か
と
思
わ
れ
る
。

五
、

肚
會
的
法
治
國
家
の
概
念

　
l
C
・
メ
ン
ガ
ー
の
所
説
を
中
心
と
し
て
ー

　
U
臼
切
①
鷺
篤
α
Φ
。
。
の
o
N
巨
Φ
一
一
閃
Φ
o
算
ω
。。
冨
暮
Φ
o
Q
一
ヨ
廓
e
ぎ
霞

　
O
巨
区
㎎
①
。
。
①
言
く
o
一
一
〇
ぼ
一
の
氏
き
－
写
｛
Φ
身
一
9
竃
Φ
轟
①
♪
一
〇
舞

　
目
蓼
冒
瞬
①
F
o
o
一
ω
①
詳
魯
●

　
　
F
・
C
・
メ
ン
ガ
i
著
『
ボ
ソ
基
本
法
に
お
け
る
杜
會
的
法
治
國
家
の
概

　
念
』

　
こ
の
書
は
、
「
肉
Φ
o
｝
訴
9
6
ω
叶
曽
即
♂
一
ロ
Ω
Φ
器
匡
o
げ
汁
Φ
ρ
ロ
α
O
①
瞬
①
b
≦
費
，
汀

田
冨
留
旨
巨
巨
瞬
＜
o
＝
＜
o
門
霞
貫
害
g
昌
ω
o
ぼ
一
容
o
冒
”
拐
＄
旨

O
Φ
三
9
8
舅
瞠
窃
碧
旨
9
一
乙
Q
叶
壁
磁
ジ
・
駐
。
。
Φ
房
9
鋒
＄
E
の
叢
書
中
に
牧

め
ら
れ
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
西
ド
イ
ッ
基
本
法
第
二
章
二
十
八
條
に
お
い
て
、
　
「
こ
の
基
本
法
の
意
昧
に

濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
砺
究
の
現
況

お
け
る
共
和
的
、
民
主
的
、
且
つ
杜
會
的
法
治
國
家
の
原
則
」
に
各
ラ
ソ
ト
の

國
家
瞠
制
は
印
鷹
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
、
又
第
二
〇
條
に
お
い

て
、
　
「
ド
イ
ッ
蓮
邦
共
和
國
は
、
民
主
的
且
つ
、
批
會
的
遽
邦
國
家
で
あ
る
」

旨
規
定
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
所
謂
ボ
ソ
憲
法
に
お
け
る
「
耽
會
的
」
法
治
國
家

の
意
昧
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
・
て
の
概
念
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、

嘗
著
者
メ
ソ
ガ
ー
の
目
的
で
あ
る
。
全
三
〇
頁
飴
り
の
小
冊
子
で
あ
る
か
ら
、

全
般
に
わ
た
り
そ
の
思
索
の
跡
を
隈
な
く
探
つ
て
、
提
示
し
て
み
よ
う
と
思

≧
ノ
o

　
O
　
祉
會
的
法
治
國
家
と
、
明
確
に
概
念
さ
れ
た
用
語
は
從
察
の
ド
イ
ッ
憲

法
ー
例
え
ば
一
八
七
一
年
の
ピ
ス
マ
ル
ク
の
ド
イ
ッ
帝
國
憲
法
や
、
一
九
一

九
年
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
ー
に
は
全
く
稜
見
し
え
な
い
用
語
で
あ
り
、
こ
の

用
語
は
、
O
帥
二
〇
ω
9
目
皆
代
議
士
に
よ
つ
て
立
言
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ

る
。

　
法
の
基
盤
に
底
礎
さ
れ
て
成
立
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
國
家
に
は
、
法
治
國

家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
に
不
可
飲
な
必
須
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
何
故

な
ら
、
ド
イ
ッ
民
族
の
名
に
お
い
て
起
ち
上
つ
た
最
近
の
ナ
チ
ス
蓮
動
の
よ
う

な
さ
ま
ざ
ま
な
不
法
行
爲
（
d
旨
8
算
）
に
封
庭
す
る
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
第
二
の
問
題
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
守
備
地
囲
（
東
ド
イ
ッ
）
に
お
け
る
所
謂

灌
力
的
結
合
を
彊
制
さ
せ
ら
れ
て
い
る
人
民
民
主
主
義
に
劃
盧
す
る
間
題
な
の

で
あ
る
。
法
治
國
家
の
性
格
に
つ
い
て
の
嚴
密
な
認
識
は
、
又
政
治
的
な
意
昧

に
お
い
て
も
嘗
て
の
過
去
の
失
敗
と
、
東
ド
イ
ッ
の
現
況
に
蜀
し
て
二
電
の

男
8
β
訂
8
一
ビ
冒
瞬
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
最
近
の
ド
イ

ツ
國
法
學
會
に
お
い
て
、
民
族
泣
會
主
義
的
、
非
法
治
國
家
の
敗
北
後
の
再
建

に
つ
い
て
、
ド
イ
ッ
國
法
學
の
長
老
教
授
国
Φ
旨
昌
魯
白
艮
ε
巴
は
、
法
治

三
九

（
六
六
一
）



猫
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

國
家
の
概
念
の
分
裂
に
つ
い
て
鋭
く
訊
し
た
の
で
あ
る
。
ユ
、
の
際
彼
は
、
　
コ

般
に
法
治
國
家
の
超
時
代
的
、
全
膣
的
償
値
を
し
旨
需
巴
、
．
と
い
う
形
容
詞

に
よ
つ
て
云
々
す
る
時
、
或
は
又
、
一
般
に
そ
れ
を
》
む
母
鴇
島
9
、
．
な
法

治
國
家
と
し
て
同
時
に
意
岡
す
る
と
き
、
ー
こ
の
場
合
は
、
ブ
ル
ジ
コ
ア
ジ

ー
の
努
力
に
よ
る
も
爵
員
詳
響
．
、
を
意
昧
す
る
用
法
で
あ
る
が
ー
こ
の
よ

う
な
概
念
を
、
も
し
『
就
會
的
』
法
治
國
家
と
い
う
よ
う
な
概
念
で
構
成
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
法
の
人
聞
（
法
學
者
）
に
封
し
て
、
從
來
の
法
治
國

家
は
そ
の
偏
見
を
指
摘
し
、
保
護
を
主
張
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
永
遠

の
償
値
は
、
世
俗
な
匿
々
た
る
現
世
の
存
在
に
引
お
ろ
さ
れ
て
し
ぎ
う
」
と
い

つ
て
い
る
が
、
こ
の
一
．
匡
8
巴
の
主
張
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
異
議
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
　
「
肚
會
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
、
果
し
て
法
治
國
家
と
い
う
名
詞

に
冠
さ
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
◎
　
法
に
從
い
、
そ
れ
に
よ
つ
て
行
政
を
實
施
す
る
と
い
う
國
家
の
理
想

は
、
各
時
代
を
通
じ
て
各
々
相
違
す
る
形
態
に
よ
つ
て
そ
の
地
位
を
得
よ
う
と

努
力
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
適
法
的
に
形
成
さ
れ
た
國
家
の
思
想
は
、
本
質
的

な
、
實
際
的
な
、
法
治
國
家
の
出
現
よ
り
も
よ
り
一
暦
古
く
存
在
し
て
い
る
。

そ
の
根
本
的
な
思
想
は
、
近
世
初
頭
の
時
期
迄
立
返
る
も
の
で
あ
る
。
と
メ
ン

ガ
ー
は
述
べ
、
芳
、
れ
か
ら
自
然
法
の
理
論
に
隅
れ
、
自
然
法
思
想
と
法
治
國
家

思
想
の
相
關
關
連
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
そ
し
て
、
法
治
國
家
の
思
想
が
近
世

初
期
か
ら
現
れ
て
く
る
段
階
に
は
、
ま
ず
政
治
國
家
（
兇
o
一
一
N
①
一
の
蜜
辞
）
の
観

念
を
克
服
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
叉
市
民
祉
會
に
お
け
る

脛
濟
活
動
の
稜
展
は
、
自
由
な
脛
濟
行
爲
を
管
む
市
民
に
政
治
國
家
、
編
祉
國

家
（
1
＜
o
げ
屋
鋤
ぽ
話
冨
帥
叶
）
か
ら
の
拘
束
に
不
自
由
を
感
じ
始
め
さ
せ
、
法
律

的
、
客
観
的
規
範
に
よ
る
の
で
な
く
し
て
は
、
國
家
の
市
民
祉
會
に
蜀
す
る
干

四
〇

（
六
六
二
）

渉
を
拒
否
す
る
と
い
う
考
え
が
現
れ
て
く
る
。
こ
こ
に
お
い
て
法
治
國
家
の
思

想
は
現
出
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
初
期
の
思
想
は
、
カ
ン
ト
の
哲
學
朧
系

の
中
に
展
開
し
て
く
る
。
カ
ソ
ト
は
外
政
に
お
い
て
は
、
無
法
性
（
菊
①
魯
中

一
〇
〇
。
一
堕
お
詳
）
と
任
意
性
を
認
め
た
の
で
あ
つ
た
が
、
然
し
、
‘
國
内
政
治
に
は
、

法
と
自
由
が
國
家
計
諜
の
内
在
澹
常
的
主
柱
H
換
言
す
れ
ば
、
國
内
秩
序
は
法

と
自
由
を
中
軸
と
し
て
廻
軸
す
る
U
で
あ
る
こ
と
を
護
見
し
た
の
で
あ
る
。

　
國
家
的
共
同
膿
は
、
國
民
の
要
求
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
來
る
も
の
で
あ
り
、

カ
ン
ト
は
そ
の
著
「
竃
Φ
＄
℃
げ
壱
涛
山
霞
醸
詳
①
昌
」
に
お
い
て
、
國
家
を
、

「
法
規
範
の
も
と
に
存
在
す
る
多
数
人
の
結
合
腔
」
と
し
て
規
定
し
、
更
に
國

家
に
お
け
る
法
的
要
素
が
、
樺
力
要
素
か
ら
國
家
生
活
の
こ
の
意
義
を
取
違
え

な
い
よ
5
に
、
は
つ
き
り
と
限
定
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
と
同
檬
な
法
に
よ
つ
て
規
定
づ
け
ら
れ
た
國
家
、
法
に
よ
る
行
政
を
行

う
國
家
と
い
う
思
想
を
、
政
治
的
に
表
明
し
た
も
の
は
、
W
・
フ
ソ
ボ
ル
ト
の

青
年
期
の
著
作
「
固
①
露
塁
Φ
ぼ
Φ
ヨ
＜
①
お
き
F
段
Φ
O
お
旨
窪
山
Φ
目

≦
ぼ
厨
9
臣
犀
Φ
詳
α
霧
o
Q
富
暮
Φ
o
o
鋸
び
霧
匡
日
9
①
冒
」
に
お
い
て
稜
見
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
フ
ソ
ボ
ル
ト
の
政
治
思
想
は
、
　
「
人
聞
的
個
性
の
自
由
は
、

國
家
の
不
法
的
侵
害
の
前
に
擁
護
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
中
心
的
提

言
を
め
ぐ
る
思
想
で
あ
る
。
こ
の
観
黙
か
ら
、
彼
は
從
來
の
國
家
と
は
そ
の
成

員
の
幸
幅
を
積
極
的
規
範
樹
立
に
よ
つ
て
推
進
し
よ
う
と
L
た
支
配
的
政
治
観

（
福
祉
國
家
の
思
想
）
と
職
つ
た
の
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
と
つ
て
は
、
國

家
の
課
題
は
消
極
的
に
箪
に
個
入
の
危
瞼
を
防
禦
す
る
た
め
の
存
在
と
い
う
も

の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
叉
、
こ
の
法
治
國
家
に
關
す
る
最
初
の
法
律

學
的
思
索
は
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
の
法
學
者
R
・
フ
ォ
ン
・
モ
ー
ル
（
客
＜
O
⇔

冒
o
乞
）
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
モ
ー
ル
に
と
つ
て
は
、
法
治
國
家
は



記
述
的
一
般
國
家
學
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
モ
ー
ル
が
法
治
國

家
と
命
名
し
、
そ
の
名
に
よ
つ
て
合
理
的
な
理
性
國
家
を
理
解
し
よ
う
と
し
た

際
に
、
法
治
國
家
の
最
善
の
、
最
も
適
格
な
具
膣
像
と
し
て
、
近
代
に
お
け
る

椹
力
の
合
法
的
に
保
謹
さ
れ
た
構
成
國
家
が
、
彼
の
前
に
現
實
的
に
書
き
出
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
モ
：
ル
の
法
治
國
家
の
観
念
は
、
國
家
と
市
民
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
全
内

容
を
提
示
す
る
す
べ
て
の
學
説
で
あ
る
。
故
に
從
來
の
政
治
國
家
（
勺
〇
一
一
N
Φ
一
－

o。

＄
辞
）
か
ら
の
個
人
の
解
放
、
す
な
わ
ち
個
人
の
自
由
や
権
利
の
保
謹
に
國

家
活
動
の
限
界
を
規
定
し
、
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
國
家
行
爲
の
目
的
と
内

容
に
よ
つ
て
條
件
づ
け
ら
れ
た
國
家
形
態
を
、
我
々
は
自
由
の
刻
印
を
印
し
た

も
の
と
し
て
實
質
的
法
治
國
家
（
旨
辞
Φ
ロ
巴
一
霞
即
Φ
9
富
の
蜜
碧
）
と
定
義
す

る
。

　
こ
の
呂
辞
Φ
昌
巴
回
霞
閃
9
算
器
審
9
0
α
は
、
全
能
的
に
、
且
つ
政
治
國
家
的

に
組
織
化
さ
れ
た
輻
祉
國
家
（
≦
o
匡
貯
ぼ
o
。
富
暮
）
に
よ
る
監
覗
か
ら
、
個
入

の
解
放
を
、
更
に
國
家
の
活
動
を
限
界
づ
け
よ
う
と
す
る
時
代
の
要
求
し
た
産

物
で
あ
り
、
市
民
活
動
の
活
濃
な
動
き
の
所
漆
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
一
九
世
紀
初
期
以
降
の
自
由
主
義
の
叢
展
は
、
市
民
枇
會
の
成

長
を
促
し
、
夜
警
國
家
（
2
go
o
騨
≦
ぎ
騨
Φ
冨
富
碧
）
の
観
念
が
登
場
し
て
く

る
。

　
そ
う
な
る
と
、
賓
質
的
法
治
國
家
の
形
式
化
が
必
然
的
に
派
生
し
て
く
る
の

で
あ
り
、
こ
こ
に
「
形
式
的
法
治
國
家
（
国
8
ヨ
巴
霞
菊
9
算
鴇
＄
暮
）
」
の
観

念
が
出
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
形
式
的
法
治
國
家
の
観
念
を
、
當
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
周
践
9
旨
9

魯
㌶
房
O
Q
富
包
で
あ
つ
て
、
彼
は
そ
の
著
「
肉
①
9
訂
ー
ロ
昌
oQ
富
響
。
。
宙
腎
①

濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

自
団
穿
oo
》
島
●
一
〇
〇
罰
」
に
お
い
て
、
「
國
家
と
は
法
治
國
家
で
あ
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
れ
は
新
時
代
の
合
言
葉
で
あ
る
と
共
に
、
質
に
新
時
代
襲
展
の
起
動

力
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
叉
、
O
Φ
o
茜
冒
Φ
『
霞
は
そ
の
著
作
「
■
①
ぼ
－

げ
9
魯
山
霧
U
Φ
ロ
駐
9
Φ
昌
OQ
富
9
0
宮
8
0
げ
富
一
〇
〇
お
」
Q
初
版
に
お
い
て
、

｝
℃
冒
山
Φ
ヨ
島
Φ
駝
Φ
眺
薦
菖
。
。
＄
山
Φ
吋
＜
①
㌧
名
巴
言
眞
騰
Φ
o。
α
口
g
鴨
Φ
爵
砕

巴
民
g
呂
冨
霞
ぎ
q
ぴ
①
目
魯
韓
ぎ
目
琶
瞠
巨
一
叶
創
魯
Q
Φ
8
旨
魯

9
9
の
㎎
Φ
郎
び
⑪
≦
①
H
q
①
ロ
犀
α
冒
冨
①
ロ
．
、
U
行
政
の
纏
皿
能
が
、
確
實
に
限
界
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
た
だ
輩
に
法
規
と
の
一
致
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
う
る
H
國
家

と
し
て
の
法
治
國
家
（
形
式
的
）
の
概
念
を
思
考
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
一
九
世
紀
の
法
治
國
家
観
な
の
で
あ
る
が
、
二
〇
世
紀
に
至
り
、

一
九
一
九
年
に
、
O
Φ
旨
暫
旨
》
昌
oq
9
σ
詩
も
叉
「
法
律
の
限
界
内
に
お
い
て
、

行
政
作
用
が
國
民
の
自
由
に
干
渉
し
う
る
」
所
の
國
家
と
定
義
し
て
い
る
。
し

か
し
て
、
そ
の
際
問
題
と
な
る
の
は
、
行
政
作
用
の
合
法
性
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
行
政
作
用
が
合
法
的
で
あ
る
か
、
違
法
的
で
あ
る
か
を
審
議
す
る
濁
立
裁

到
所
が
確
立
し
て
始
め
て
法
治
國
家
の
成
立
が
、
原
理
的
に
確
立
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
裁
到
機
關
に
つ
い
て
は
、
　
O
暮
o
団
似
ぼ
と
、
即
区
o
匡
＜
o
冨

Q
き
尻
δ
の
間
に
、
一
般
普
通
裁
判
駈
で
適
當
で
あ
る
か
、
或
い
は
特
別
行
政

裁
判
所
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
か
と
い
う
著
名
な
歴
史
的
論
雫
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
且
つ
又
、
一
九
三
二
年
に
R
・
ト
ー
マ
に
よ
つ
て
「
法
治
國
家
は
、
そ
の
法

秩
序
が
、
公
権
力
の
軌
道
と
限
界
を
、
或
る
程
度
に
お
い
て
規
制
し
、
又
そ
の

権
威
が
維
持
さ
れ
、
一
般
か
ら
敬
意
を
は
ら
わ
れ
て
い
る
猛
立
し
た
裁
到
所
に

よ
つ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
朕
況
に
あ
る
」
國
家
が
、
法
治
國
家
の
完
成
膿
で
あ

る
と
い
つ
て
い
る
。
こ
の
法
治
國
家
の
理
念
に
つ
い
て
、
著
者
メ
ソ
ガ
ー
は
、

四
一

（
六
山
ハ
一
二
）



濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

更
に
又
【
・
a
2
員
＜
o
＝
ω
什
①
言
の
曹
者
書
「
O
Φ
瞬
Φ
一
一
巧
餌
き
…
缶
N
E
鍔
旨
陣

山
霞
国
Φ
9
諾
－
q
鼠
訟
9
鼻
の
巧
溶
の
①
一
あ
o
冨
諌
U
①
一
詳
の
魯
寅
鼠
の
（
一
〇〇
拐
）
」

及
び
、
「
O
一
①
＜
Φ
フ
養
犀
ε
霞
o。
δ
再
①
（
一
〇
〇
霰
）
」
を
検
討
し
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
省
略
し
て
次
の
問
題
に
移
り
た
い
と
思
う
。

　
㊧
　
形
式
的
法
治
國
家
に
お
い
て
は
、
不
法
も
又
法
的
に
存
在
す
る
こ
と
が

で
き
た
た
め
、
民
主
主
義
の
否
定
が
、
民
主
主
義
的
手
綾
を
方
途
と
し
て
賓
施

さ
れ
た
の
で
あ
る
（
一
九
三
三
年
の
ナ
チ
ス
政
樺
の
樹
立
）
。
そ
れ
故
に
、
一

九
四
九
年
（
ボ
ソ
基
本
法
の
草
案
）
起
草
者
に
と
つ
て
、
一
九
世
紀
か
ら
傳
、
承

し
て
來
た
法
治
國
家
“
そ
れ
は
形
式
的
な
法
治
國
家
で
あ
る
が
“
の
刻
印
が
印

さ
れ
た
趣
向
を
採
用
す
る
こ
と
に
、
全
く
瀧
足
し
え
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
實
際
に
、
ボ
ソ
基
本
法
の
法
治
國
家
的
保
障
は
、
形
式
的
法
治
國
家
の
限
界

を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
．
そ
し
て
實
質
的
要
素
を
可
成
り
保
持
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
ボ
ソ
基
本
法
の
も
と
に
行
わ
れ
る
法
治
國
家
の
行
政
は
、
從
來
の
形

式
的
行
政
法
理
論
に
も
と
づ
い
た
も
の
と
は
大
分
相
遠
し
て
い
る
。

　
現
在
の
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
國
は
、
む
し
ろ
從
來
の
そ
れ
よ
り
一
暦
實
質
的
法

治
國
家
と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る
が
、
勿
論
カ
ソ
ト
、
フ
ン
ボ
ル
ト
、
モ
ー

ル
に
よ
つ
て
思
惟
さ
れ
た
初
期
の
そ
の
概
念
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
嘗
て
の
思
想
家
は
、
啓
蒙
專
制
主
義
の
政
治
、
爾
祉
國
家
の
干
渉
に
封
す

る
防
衛
と
し
て
、
賓
質
的
法
治
國
家
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
爾
後
の
資
本
主
義
的
産
業
構
造
の
推
移
と
並
に
生
涯
力
の
進

展
は
、
階
級
封
立
を
派
生
し
、
且
又
所
謂
口
鼠
垢
霞
一
①
胃
0
5
富
二
雲
」
　
の

冒
器
ω
9
毛
霞
巴
臼
一
身
冒
騎
　
を
も
た
ら
し
て
、
初
期
の
實
質
的
法
治
國
家
に
お

け
る
杜
會
秩
序
で
は
解
決
し
得
な
い
本
質
的
内
部
攣
革
を
來
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
國
家
は
、
以
上
の
状
況
に
適
鷹
し
、
こ
れ
を
解
決
す
べ
き
新
し
い
課
題

四
二

（
！、

六
四

）

を
捲
い
、
そ
の
た
め
に
新
秩
序
の
建
設
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
新
肚
會
秩
序
は
、
崩
・
壌
し
た
世
界
の
麿
蛇
の
上
に
、
、
更
に
又
廣
汎
な
範
園
の

不
安
な
困
窮
に
直
面
し
て
建
設
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
法
治
國
家
の
新
時
代
に
適
雁
し
た
形
態
と
し
て
、
　
「
肚
會
的
法
治
國

家
」
の
概
念
が
、
適
切
に
要
當
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
一
般
に
こ
の
概
念
を
、

形
式
法
治
國
家
的
に
結
合
さ
れ
た
組
織
的
、
計
査
的
顧
砒
國
家
（
巴
。
。
協
8
e
塁

月
Φ
O
げ
汁
の
oo
叶
即
節
叶
一
一
〇
げ
　
吟
Φ
び
二
】
口
山
①
旨
①
一
一
　
q
昌
α
O
目
瞬
帥
一
旨
o
o
一
Φ
胃
甘
Φ
⇒
　
＜
噛
O
げ
一
㌦
9D
ゲ
目
1

の
鼠
暮
）
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
爾
祉
と
は
、
大
衆
の
幅

趾
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
祉
會
的
」
と
は
、
法
治
圃
家
が
大
衆
の
編
祉
を
増

加
す
る
こ
と
を
も
つ
て
そ
の
義
務
と
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
国
窪
あ
男
9
①
哩
目
冨
①
目
及
び
、
国
艮
Φ
母
一
魯
国
ざ
ぎ
ら
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
就
會
性
に
關
し
て
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
よ
り
ボ
ソ
基
本
法
の
ほ
う
が
す

こ
ぶ
る
劣
つ
て
い
る
。
ボ
ソ
基
本
法
は
す
ぐ
れ
て
自
由
主
義
的
個
人
主
義
的
色

彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
ボ
ソ
基
本
法
に
存
在
す
る
基
本
権
の
カ
タ
・
グ
を
吟
昧
す

る
な
ら
ば
、
國
家
の
干
渉
に
到
し
て
個
々
人
の
樺
利
を
保
護
し
よ
う
と
し
た

「
古
典
的
」
自
由
権
を
見
出
す
の
み
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
第
二
章
に
あ
つ
た
よ
う
な
「
瀧
會
的
基
、
本
椹
」
は
、
ボ
ソ
基
本
法
に
お
い
て

は
殆
ん
ど
皆
無
と
い
つ
て
よ
い
。

　
㈲
　
そ
れ
で
は
、
ボ
ソ
基
本
法
に
お
け
る
「
砒
會
的
法
治
國
家
」
は
、
實
際

軍
な
る
一
個
の
「
主
膣
性
」
の
な
い
「
白
紙
概
念
“
費
質
的
意
昧
の
な
い
概
念
“
」

（
警
富
＄
5
巳
8
臼
匡
置
5
犀
①
詳
げ
Φ
槻
議
崩
）
で
あ
り
、
軍
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
な

の
で
あ
ろ
う
か
？

　
こ
の
最
後
の
も
つ
と
も
重
要
な
問
題
の
解
答
に
つ
い
て
、
我
々
は
「
肚
會
的
」

と
い
5
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
再
吟
味
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
メ
ソ
ガ
ー
は
述



べ
、
　
「
祉
會
的
」
と
い
う
概
念
の
起
源
か
ら
の
考
究
を
展
開
す
る
。
こ
こ
で
は

そ
の
概
念
の
展
開
過
程
を
詳
述
す
る
こ
と
は
避
け
て
、
次
の
問
題
に
移
ろ
う
。

　
ボ
ン
基
本
法
第
一
章
第
二
條
に
　
「
『
9
霞
げ
雲
畠
器
菊
8
暮
”
民
α
す

ぼ
①
凶
Φ
国
暮
富
詳
目
鳴
。
Q
①
冒
霞
℃
①
窃
α
三
一
〇
鐸
Φ
昼
o
。
○
巧
Φ
詫
①
弓
巨
o
算

9
Φ
国
①
o
辟
Φ
”
昌
①
u
霞
＜
Φ
巨
①
げ
碁
q
民
巨
o
算
鴨
瞬
窪
島
Φ
〈
Φ
匡
霧
－

oo

q
ロ
鴨
B
欝
貫
Φ
O
巳
昌
日
蒔
a
①
弓
費
o

o
o
Q
一
毬
Φ
b
σ
亀
Φ
ω
Φ
言
＜
Φ
田
ま
穽
。
」

（
各
人
は
、
他
人
の
椹
利
を
侵
害
せ
ず
、
，
憲
法
の
規
定
も
し
く
は
、
道
徳
法
則

に
反
し
な
い
限
度
に
お
い
て
自
己
の
人
格
を
自
由
に
嚢
展
さ
せ
る
椹
利
を
有
す

る
）
と
規
定
し
て
あ
る
が
、
こ
の
規
定
の
指
向
す
る
所
は
、
基
本
法
の
起
草
者

が
、
基
本
穗
の
尖
端
に
お
け
る
人
間
の
尊
嚴
に
つ
い
て
の
認
謹
と
共
に
、
　
「
正

義
の
原
則
」
に
よ
つ
て
個
人
が
制
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
言
し

た
も
の
で
あ
つ
た
。

　
基
本
法
の
主
要
な
自
由
権
に
お
い
て
は
、
人
間
關
係
は
そ
の
相
互
聞
に
お
け

る
も
の
も
、
國
家
と
個
入
と
の
關
係
も
、
正
義
の
原
則
に
よ
つ
て
秩
序
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
相
互
關
係
の
正
義
と
は
、
自
己
の
灌
利
の
奪
嚴
を

保
つ
た
め
、
他
人
の
罐
利
も
侵
害
し
な
い
と
い
う
「
交
換
の
正
義
」
“
魯
暮
一
試
餌

8
目
琶
ロ
冨
試
＜
F
＜
Φ
爵
①
ぼ
内
霞
9
騨
蒔
犀
①
詳
n
で
あ
り
、
こ
の
観
念
は
叉

聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
騰
系
に
お
け
る
そ
れ
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て

は
、
人
間
は
、
本
質
的
に
肚
會
の
部
分
的
機
關
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
な
く

し
て
、
凋
立
し
た
實
存
的
個
的
人
格
な
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
人
間
が
憲

法
の
規
定
や
、
道
徳
法
則
に
入
間
本
來
の
義
務
と
し
て
從
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
全
麗
肚
會
の
福
祉
に
從
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
の
「
一
般

的
正
義
」
H
『
9
0
。
賦
試
四
瞬
①
目
霞
巴
量
δ
瞬
巴
一
の
“
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
嘗
て
の
實
質
的
並
に
形
式
的
な
印
綬
を
帯
び
た
自
由
主
義
的
法
治
國

濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

家
み
概
念
は
、
國
家
と
社
會
（
市
民
吐
會
）
の
勤
立
に
お
い
て
指
向
さ
れ
、
現

實
化
し
て
來
た
も
の
で
あ
つ
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
從
來
の
法
治
國
家
の
原

理
は
、
國
家
の
干
渉
を
排
し
て
、
個
人
の
自
由
を
擁
護
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本

來
の
目
的
が
あ
つ
た
沖
し
か
し
、
現
在
の
民
主
主
義
國
家
に
お
い
て
は
、
市
民

と
國
家
は
同
一
の
存
在
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
枇
會
は
と
り
も
な
お
さ
ず

市
民
國
家
な
の
で
あ
り
、
國
家
は
箪
に
市
民
の
團
膿
（
O
①
巨
①
一
畠
o
富
詮
）
と

し
て
の
組
織
膣
（
O
お
g
巳
o
。
暮
δ
目
亀
2
日
）
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
っ

　
こ
の
民
主
主
義
的
國
家
に
お
い
て
は
、
官
僚
主
義
の
我
儘
勝
手
に
甥
す
る
個

人
の
防
衛
を
主
に
す
る
の
で
は
な
い
。
現
在
の
國
家
に
お
い
て
は
、
個
人
の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
國
家
的
に
組
織
さ
れ
た
市
民
全
瞠
の
共
同
肚
會
を
保
護
す
る
と

こ
ろ
に
現
在
の
新
し
い
國
家
と
枇
會
の
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
ボ
ン
基
本
法
の
杜
會
的
法
治
國
家
は
、
そ
の
國
家
に
甥
し
て
の
市

民
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
の
防
衛
を
顧
慮
し
、
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
国
ぴ
Φ
旨
餌
呂
ω
魯
旨
一
騨
　
が
そ
の
著
　
「
警
轟
ぼ
9
算
霞
亀
S
日
g
民

国
自
詳
弩
ぼ
碇
①
（
お
臼
）
」
　
に
・
雲
張
す
る
よ
う
に
、
今
日
に
お
い
て
は
、
國
民

的
自
由
は
、
も
は
や
一
九
世
紀
に
お
け
る
そ
れ
と
は
同
檬
で
は
な
い
の
で
あ
つ

て
、
「
所
有
権
に
は
義
務
が
俘
う
」
と
同
様
に
、
「
自
由
に
は
義
務
が
俘
う
」
こ

と
を
承
認
す
べ
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
更
に
叉
、
閾
鼠
Φ
身
一
9
U
胃
目
雪
器
騨
Φ
困
の
い
う
よ
う
に
、
「
法
治
國
家

に
お
け
る
編
肚
の
源
泉
は
、
市
民
相
互
の
共
同
生
活
、
す
な
わ
ち
そ
の
共
同
膣

に
存
在
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
國
家
の
支
配
権
能
は
、
市
民
の
も
と
に
あ
る

O
Φ
び
①
冨
と
2
魯
目
Φ
β
に
つ
い
て
奉
仕
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
…
…
法

治
國
家
は
、
福
趾
の
周
旋
人
的
存
在
で
あ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
編
祉
の
授
與
者

的
存
在
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
、
ボ
ン
基
本
法
下

四
三

（
六
六
五
）



濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

の
「
紅
會
的
法
治
國
家
」
概
念
の
意
昧
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
更
に
叉
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
、
且
つ
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
的
な
「
分
配
の
正
義
」
H

（
『
垢
江
註
帥
臼
簿
践
ゴ
試
苺
）
“
を
そ
の
根
本
原
理
と
し
て
附
加
す
べ
き
も
の

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
共
同
瞠
の
カ
（
公
椹
力
）
に
よ
つ
て
、
肚

會
的
、
脛
濟
的
薄
弱
性
を
積
極
的
に
保
護
し
、
そ
れ
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
を

意
昧
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　
そ
の
鮎
に
關
し
て
、
肚
會
的
法
治
國
家
に
お
い
て
は
、
公
共
膣
の
將
來
へ
の

準
備
に
つ
い
て
の
義
務
（
固
器
勺
史
o
算
N
9
α
崩
魯
菖
8
冨
b
U
器
9
房
－

ぎ
田
o
彊
Φ
）
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
義
務
は
、
こ
こ
で
は
稿
祉
國

家
に
お
け
る
憲
法
的
な
主
要
原
則
旺
■
Φ
一
ε
二
冒
甘
H
を
意
味
す
る
も
の
で
な

く
し
て
、
正
義
と
構
さ
れ
る
國
家
目
的
の
賓
現
の
た
め
の
他
の
原
則
の
も
と
に

あ
る
手
段
方
法
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
肚
會
の
中
に
存
す
る
肚
會

悪
を
、
肚
會
秩
序
、
経
濟
膿
制
そ
の
も
の
を
改
良
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
豫
め

防
止
す
る
＜
o
誘
o
茜
Φ
な
の
で
あ
り
、
肚
會
的
法
治
國
家
は
こ
の
意
昧
で
の

＜
o
お
o
茜
Φ
を
要
求
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
公
共
の
隔
祉

を
配
慮
す
る
飴
り
、
個
人
自
由
の
原
則
か
ら
派
生
し
て
く
る
も
ろ
も
ろ
の
肚
會

機
能
が
消
滅
し
、
停
止
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
こ
の
よ
・
）
な
肚
會
的
法
治
國
家
の
解
繹
を
、
そ
の
概
念
規
定
を

「
正
義
國
家
」
（
0
9
Φ
9
銭
騎
犀
Φ
一
駐
富
暮
）
と
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

も
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
解
繹
は
、
ボ
ソ
基
本
法
起
草
者
の
意
圖
し
た
と

こ
ろ
の
も
の
と
は
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
古
代
ラ
テ
ソ
語
の

意
昧
す
る
「
富
ぎ
暮
の
轟
貯
＄
δ
嘘
巴
」
と
は
、
一
度
び
法
律
と
な
つ
て

指
定
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
自
身
の
蓮
命
を
推
つ
て
い
る
H
U
器
Φ
ぎ
冨
9。
一

磯
①
詳
Φ
邑
Φ
の
菊
①
o
詳
騎
雪
，
o
＆
①
ロ
Φ
O
Φ
。
Q
①
言
Φ
。
。
巧
o
詳
暁
o
一
讐
器
ぎ
Φ
目

四
四

（
山
ハ
山
ハ
山
ハ
）

Φ
蒔
Φ
目
Φ
冨
乙
o
魯
8
寄
毘
マ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
ボ
ソ
基
本
法
の

も
と
に
お
け
る
肚
會
的
法
治
國
家
の
観
念
を
、
正
義
國
家
と
解
し
、
叉
そ
の
よ

う
な
正
義
の
實
現
を
指
向
し
て
も
決
し
て
曲
解
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
≦
一
り
冒
Φ
一
μ
Φ
コ
畠
ロ
o
Q
o
N
冨
δ
5
即
Φ
o
詳
ω
の
鼠
εo
酔
く
霞
且
爵
－

一
一
魯
Φ
員
ぎ
一
穽
馬
辞
α
雪
O
Φ
の
9
鵡
①
び
霞
註
Φ
団
辞
四
一
一
Φ
U
Φ
暮
の
9
窪

巳
魯
富
讐
山
Φ
u
①
伊
㊤
一
。
。
山
①
目
ま
9
暮
Φ
β
』
討
Φ
艶
鼠
窪
Φ
p
量
の

竃
①
房
9
Φ
目
一
目
日
①
扇
魯
一
一
魯
Φ
ロ
駝
Φ
お
一
魯
瞬
霧
①
叶
昏
謎
“
q
①
吋

O
①
8
魯
岳
騎
κ
Φ
詳
9
と
メ
ソ
ガ
ー
は
結
ん
で
い
る
。

　
以
上
が
、
本
書
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
關
連
し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
に
お
け
る
赴
會
化
の
條
項
と
、
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
そ
れ
と
を
、
比
較
槍

討
し
た
論
説
が
、
東
京
大
學
山
田
晟
教
授
に
よ
つ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
西
ド
イ
ッ
基
本
法
に
お
け
る
肚
會
化
條
項
」
（
國
家
學
會
雑
誌

第
六
＋
六
巻
第
五
・
六
・
七
號
掲
載
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
因
み
に
、
そ
の
一
端

を
紹
介
し
て
、
メ
ソ
ガ
ー
の
所
読
を
よ
り
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
て
み
よ
う
。

「
西
ド
イ
ッ
基
本
法
は
民
主
主
義
的
な
基
本
理
念
に
お
い
て
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
と
同
檬
で
あ
り
、
そ
の
規
定
に
お
い
て
も
ワ
イ
マ
！
ル
憲
法
を
承
纏
し
た
も

の
が
す
く
な
く
な
い
。
批
會
化
に
つ
い
て
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
よ
り
は
簡
軍

で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
な
ら
つ
た
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
少

し
く
詳
細
に
考
察
す
れ
ば
け
つ
し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
同
じ
原
則
を
み
と
め

て
い
る
と
ば
か
り
も
い
え
ず
、
ま
た
、
基
本
法
上
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
生
ず

る
の
で
あ
る
。
」
（
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
ワ
イ
マ
ー
ル
と
ボ
ン
と
の
「
批
會
化
」

條
項
の
比
較
橡
討
を
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
前
提
と
し
て
、
山

田
教
授
に
よ
れ
ば
、
　
「
肚
會
化
」
と
い
う
用
語
の
意
昧
を
「
本
來
は
杜
會
主
義

的
脛
濟
秩
序
の
實
現
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
主
た
る
目
的
は
生
産
の
利
益



を
肚
會
全
膣
の
た
め
に
も
ち
い
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
本
稿
で
も
肚
會
化
を
か

よ
う
な
意
昧
に
も
ち
い
て
い
る
。
」
（
二
ー
三
頁
）
と
い
つ
て
お
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
昧
で
の
肚
會
化
は
、
　
「
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
あ
つ
て

は
、
『
肚
會
化
に
適
す
る
私
的
企
業
』
（
一
五
六
條
）
で
あ
り
、
西
ド
イ
ッ
基
本

法
に
あ
つ
て
は
『
土
地
、
天
然
資
源
お
よ
び
生
蓬
手
段
』
で
あ
る
。
」
（
三
頁
）

の
で
あ
つ
て
、
更
に
「
基
本
法
は
土
地
お
よ
び
天
然
資
源
を
肚
會
化
の
目
的
を

も
つ
て
公
有
に
う
つ
し
う
る
と
し
て
お
り
、
土
地
の
公
有
を
み
と
め
た
舳
で
は

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
よ
り
も
ひ
ろ
い
の
で
あ
る
。
」
（
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法
が
杜
會
化
の
封
象
と
し
た
私
的
企
業
と
、
ボ
ソ
基
本
法
が
公
有
を

認
め
た
生
産
手
段
と
、
い
ず
れ
が
ひ
ろ
い
概
念
n
肚
會
化
の
客
騰
と
し
て
H
で

あ
る
か
を
樵
討
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
爾
者
の
比
較
を
、
　
「
肚
會
化
の
型

態
」
に
お
い
て
論
じ
、
叉
、
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
批
會
化
條
項
を
、
　
「
補
償

の
問
題
」
、
「
企
業
の
集
中
排
除
と
完
全
杜
會
化
」
の
諸
観
貼
か
ら
読
か
れ
、
「
こ

れ
を
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と
比
較
し
て
み
る
と
、
な
ん
と
な
く
批
會
の
後
退
を
感

ぜ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
二
二
頁
）
何
故
な
ら
、
　
「
基
本
法
の
根
本
的

態
度
は
あ
く
ま
で
も
個
人
の
自
由
と
所
有
灌
の
保
障
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
に

あ
る
。
肚
會
化
に
封
す
る
基
本
法
上
の
障
碍
は
か
か
る
基
本
法
の
建
前
に
由
來

す
る
と
い
つ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
一
≡
頁
）
す
な
わ
ち
、
　
「
實
際
上
も
、
肚

會
化
の
封
象
と
し
て
適
當
と
お
も
わ
れ
る
重
要
企
業
に
つ
い
て
は
集
中
排
除
が

強
行
さ
れ
、
こ
れ
が
企
業
の
公
有
を
困
難
な
ら
し
め
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

肚
會
化
の
型
態
に
つ
い
て
も
、
從
來
の
脛
瞼
上
も
つ
と
も
實
現
容
易
な
第
三
段

階
の
杜
會
化
は
基
本
法
の
み
と
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
、
ド
イ
ッ
の

現
在
の
財
政
上
か
ら
み
て
、
社
會
化
を
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
す
る
も
の
は
、
補

償
の
問
題
で
あ
る
。
肚
會
化
に
か
な
ら
ず
補
償
を
要
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
は
、

濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

瀧
會
化
に
法
律
を
．
要
し
、
し
か
も
そ
の
法
律
が
一
般
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
と
あ
い
ま
つ
て
、
祉
會
化
の
見
込
を
ほ
と

ん
ど
な
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
二
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
、
結
語
と
し
て
、
以

上
の
よ
う
な
朕
況
で
も
、
現
實
の
必
要
は
、
肚
會
化
を
促
進
す
る
こ
と
は
あ
り

う
る
と
思
わ
れ
る
と
そ
の
論
稿
を
む
す
ん
で
お
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
メ
ソ
ガ
ー
の
所
説
に
立
戻
ろ
う
と
思
う
。
メ
ン
ガ
ー
に
よ

れ
ば
、
ボ
ン
基
本
法
は
、
ワ
オ
マ
ー
ル
憲
法
そ
の
他
に
比
し
て
頗
る
個
人
主
義

的
、
自
由
主
義
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
交
換
の
正
義
、
普
遍
的

正
義
、
分
配
の
正
義
等
の
も
ろ
も
ろ
の
「
祉
會
正
義
」
の
實
現
を
、
ボ
ソ
基
本

法
下
の
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
國
は
、
そ
の
本
質
的
課
題
と
し
て
推
つ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
或
る
意
味
で
法
治
國
家
の
限
界
を
も
超
え
ざ
る
を
得
な
い
政
治
的
、

批
會
的
機
能
の
充
實
化
を
要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
メ
ン

ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
資
本
主
義
的
輕
濟
膿
制
は
、
そ
の
内
在
的
歓
陥
と
し
て
民
衆

の
貧
困
と
、
階
級
封
立
を
包
藏
し
て
い
る
。
そ
こ
で
脛
濟
膿
制
か
ら
派
生
し
て

く
る
肚
會
問
題
の
本
質
に
封
す
る
観
鮎
の
相
違
か
ら
肚
會
主
義
的
國
家
と
考
え

る
か
、
或
は
、
前
世
紀
的
、
自
由
主
義
的
形
式
的
法
治
國
家
と
み
る
か
が
分
岐

し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
メ
ン
ガ
ー
の
以
上
の
論
読
の
主
眼
紬
も
、
且
つ
又
山
田
教
授
に
よ
る
主
張
も
、

そ
の
観
鮎
を
國
家
騰
制
か
ら
、
西
ド
イ
ッ
の
脛
濟
膣
制
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
を
認
識
す
る
た
め
に
、
現
在
家
の
二
書
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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濁
逸
に
お
け
る
政
治
學
研
究
の
現
況

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
は
、
現
下
の
ド
イ
ッ
政
治
學
界
の
状
況
を
、
出
版
物

を
通
じ
て
リ
ポ
ー
ト
す
る
貼
に
あ
る
。
何
れ
機
會
を
得
て
、
稿
を
改
め
メ
ン
ガ

ー
の
所
論
と
、
現
下
の
西
ド
イ
ッ
脛
濟
騰
制
を
比
較
封
照
し
て
み
た
い
と
思
う

も
の
で
あ
る
。六

、
む
　
す
　
び

　
以
上
に
よ
つ
て
、
す
こ
ぶ
る
概
略
的
で
あ
り
、
叉
粗
雑
な
紹
介
に
終
始
し
て

し
ま
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
本
稿
を
む
す
び
た
い
と
思
う
。
そ
の
む
す
び

に
際
し
、
最
後
に
一
言
筆
者
の
感
想
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。
職
後
の
特
殊
條

件
の
も
と
で
、
特
に
コ
般
國
家
學
」
の
部
門
に
お
け
る
H
・
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ

ー
の
よ
う
な
理
論
的
、
騰
系
的
著
述
の
な
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
と
き
、
ド

イ
ジ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
傳
統
を
ひ
し
ひ
し
と
身
に
感
ず
る
の
を
禁
じ
難
い
も
の

が
あ
る
。
又
、
正
統
派
ド
イ
ッ
國
家
學
の
牢
固
と
し
て
揺
が
な
い
状
況
を
知
る

と
き
、
ド
イ
ッ
學
界
の
傳
統
を
感
ず
る
と
共
に
、
肚
會
現
象
の
流
動
性
に
勤
庭

す
る
の
に
、
何
か
非
現
實
的
な
、
い
わ
ば
㌧
①
窃
葛
o
江
お
の
固
定
化
し
た
観

念
が
、
ド
イ
ツ
學
界
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
も
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。

鹸
り
に
も
傳
來
の
隆
系
が
確
固
不
動
な
も
の
で
あ
る
だ
け
、
そ
の
覗
野
構
造
も

必
然
的
に
固
定
化
し
、
流
動
的
で
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
後
の
C
・

F
・
メ
ン
ガ
ー
所
説
ー
現
下
の
西
ド
イ
ッ
國
家
膣
制
ー
に
即
懸
し
た
政
治

學
も
、
國
家
學
も
、
本
稿
で
取
暴
げ
た
範
園
に
お
い
て
は
あ
ら
わ
れ
て
來
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
現
下
の
西
ド
イ
ッ
國
家
騰
制

を
凡
ゆ
る
覗
角
か
ら
賓
諦
的
に
分
析
し
、
ユ
、
の
賓
態
を
膿
系
的
に
扱
つ
た
政
治

學
書
を
螢
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
や
は
り
傳
統
的
、
概
念
的
ド
イ
ツ

四
六

（
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六
八
）

政
治
學
の
鮫
陥
で
あ
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
政
治
學
の
動
向
を
批
許
す
る
能
力
も
、
そ
の
暇
も
な
い
の

で
あ
る
が
、
政
治
過
程
論
に
し
て
も
、
機
能
論
に
し
て
も
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム

の
支
配
し
て
い
る
國
家
紅
會
だ
け
に
、
時
代
の
洗
れ
、
制
度
の
推
移
に
印
懸
し

た
政
治
學
が
ア
メ
リ
カ
に
は
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
。　

こ
れ
に
封
比
し
て
、
ド
イ
ッ
は
あ
く
ま
で
傳
統
的
國
家
學
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か

ら
一
歩
も
抜
き
で
て
は
い
な
い
と
穂
し
て
は
或
い
は
過
言
で
あ
ろ
う
が
、
未
だ

そ
の
縫
承
の
み
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
ナ
チ
ス
擾
裁

膿
制
に
懲
り
て
か
、
全
著
作
に
流
れ
て
い
る
意
圖
、
そ
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
は
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
理
解
さ
せ
、
そ
れ
を
普
及
す
る
必
要
を
あ
ま
ね
く
感
じ
て
い

る
こ
と
は
等
し
く
叢
見
で
き
る
。

　
更
に
又
、
前
揚
の
メ
ン
ガ
ー
の
論
説
を
楡
討
す
る
と
き
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク

な
、
例
え
ば
、
交
換
、
普
遍
、
分
配
の
諸
正
義
を
實
現
す
る
目
的
を
も
つ
國
家

と
し
て
、
西
ド
イ
ッ
國
家
膿
制
、
並
に
法
秩
序
を
考
察
L
て
い
る
驕
は
、
他
山

の
石
と
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
く
り
返
し
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
新

騰
制
に
つ
い
て
の
騰
系
的
著
述
が
、
一
珊
位
あ
つ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
も
の
で
あ
る
。

　
今
後
ド
イ
ッ
政
治
學
界
が
ど
の
よ
う
な
方
向
を
示
す
か
は
、
豫
測
し
）
る
問

題
で
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
的
、
實
讃
的
政
治
學
の
影
響
を
ど
の
程
度
傳
來
の

縫
承
的
ド
イ
ッ
政
治
學
が
吸
牧
し
、
消
化
し
つ
つ
自
家
藥
籠
中
の
も
の
と
し
て

ゆ
く
か
は
興
味
あ
る
間
題
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
　
（
七
月
二
＋
目
記
）


